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◎議長開会宣告 

○議長（山川 豊君） ただ今から、第２４回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 9時 32 分） 

 

◎市長招集挨拶 

○議長（山川 豊君） 開会にあたり、市長より招集のあいさつがあります。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 第２４回あわら市議会定例会の開会にあたり、一言ご挨拶を申

し上げます。 
議員各位には、何かとご多忙の中、本定例会にご参集をいただき、心からお礼申し

上げます。 
さて、９月に入り、朝夕、日ごとに涼しくなって参りましたが、今夏は、７月とし

ては観測史上最大最強の台風４号の上陸にはじまり、１６日には震度６強の新潟県中

越沖地震の発生、８月に入ってからは連日の猛暑日が続きました。 
特に１６日には埼玉県の熊谷市などで、４０．０９度の気温を記録し、６４年ぶり

に国内の最高気温を更新するなど、近年の地球温暖化の進行を象徴するような夏では

なかったかと思います。 
幸いにして、あわら市におきましては、これらによる大きな被害等は無かったよう

で、胸をなでおろしているところであります。 
このような中、去る８月２６日に、波松地区において、あわら市として初めての総

合防災訓練を実施し、多くの地域住民のご参加をいただきました。 
地域住民の方々や消防団による消火訓練、倒壊した建物からの救助訓練の様子を拝

見させていただき、市民の生命と財産を守る立場にある私といたしましては、実に頼

もしく、心強く感じたところであります。 
行政といたしましてもこういった市民の方々の努力に応えられるよう、日頃から

「危機管理の重要性」について深く考え、一層の体制の整備を図っていきたいと考え

ております。 
今後とも議員各位のさらなるご支援、ご協力をお願いするものであります。 
ご案内のとおり、本定例会におきましては、１６議案の審議をお願いするものであ

ります。その内訳につきましては、決算の認定に関するもの１０議案、補正予算に関

するもの３議案のほか、条例の改正に関するものが３議案となっております。 
各議案の内容、提出の主旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何と

ぞ慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまして、

招集のご挨拶といたします。 
 
 



 

 4 

 

◎開議の宣告 

○議長（山川 豊君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 
よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（山川 豊君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 
 
 

◎諸般の報告 

○議長（山川 豊君） 諸般の報告を事務局長より行ないます。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 事務局長。 
〇局長（圓道信雄君） 諸般の報告をいたします。 
７月２日招集の第２３回臨時会において議決されました諸議案につきましては、７

月３日付けで市長宛てに会議結果の報告を行なっております。 
今定例会までに受理いたしました請願につきましては、お手元に配布してあります

請願文書表のとおり、８月３０日に３件を受理いたしております。 
次に、本定例会の付議事件は、市長提出議案１６件であります。 
本定例会の説明出席者は市長以下１２名であります。 
以上でございます。 

 
 
◎行政報告 

○議長（山川 豊君） 市長の行政報告を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 
まず、市長室関係でございますが、秘書広報課所管では、市交際費の公表について

申し上げます。 
交際費につきましては、既にホームページ上で公表を行っている市町村があります

が、あわら市も８月１日から市のホームページにおいて、交際費の状況を公表するこ

とにいたしました。 
交際費というものは、特に、その使途が、市民の疑念を受けやすい経費であります

ので、その支出のあり方については、必要最小限にとどめるよう努めてまいりたいと

考えております。 
次に、国際交流事業について申し上げます。 
去る６月２１日に、東北大学において、藤野厳九郎と魯迅の胸像除幕式が行われ、

あわら市からは私が出席をいたしました。 
これは、昨年度の惜別百年記念事業で、あわら市が藤野厳九郎の胸像三体を製作し、
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一つを東北大学に寄贈いたしておりますが、同大学の創立１００周年記念事業の一環

として行われたものであります。 
今回あわら市が寄贈した藤野厳九郎像と北京魯迅博物館が寄贈した魯迅像は、東北

大学付属図書館に並べて設置され、市民の方々に公開されることになり、二人の師弟

愛が広く語り継がれるものと思っております。 
また、去る７月に藤野厳九郎記念館所蔵資料の複写本を作成いたしました。 
これは、藤野厳九郎記念館に所蔵する資料をデジタル化したことに伴い、このデー

タを利用して、複写本を作成したものであります。 
複写本は、Ａ４版カラー印刷で、１冊約１２０ページ、全１８冊からなっています。

掲載資料は、いずれも貴重なものばかりであり、藤野厳九郎記念館に備え付けてあり

ますので、是非、多くの皆さまにご覧いただきたいと思っております。 
次に政策推進課所管では、７月７日に、「風力発電と自然との共生を考える」をテ

ーマに、「風と生き物のシンポジウム」をあわら市観光会館で開催しました。 
このシンポジウムは、地球温暖化対策に最も効果があるといわれている風力発電に

対し、一部に当該施設が及ぼす水鳥などへの影響を懸念する声があることから、これ

を検証することなどを目的に開催したものです。 
シンポジウムでは、コンサルタントや野鳥保護団体が、約２００人の参加者を前に、

本市北潟地籍で行った環境調査の結果を発表し、これを踏まえた形で、大学教授など

の研究者によるパネルディスカッションが行われました。 
その結果、私たち人間が、一定の配慮を講じることにより、風力発電施設と水鳥な

どとの共生は可能であるという方向性が示されたものと考えております。 
いずれにいたしましても、地球温暖化対策は、私たち人間が直面する最重要課題で

す。あわら市といたしましては、今後も積極的にその対策に取り組んでまいりたいと

考えております。 
次に、総務部関係でございますが、総務課所管では、先月８月２６日に、波松地区

において、あわら市としては初めての総合防災訓練を行ないました。議員の皆様にお

かれましては、早朝よりご臨席賜り、また、バケツリレーには地区住民とともに訓練

に参加いただき、ありがとうございました。 
当日は、地区住民約２６０人のほか、消防団員９０人、消防署員２６人、市役所職

員１３３人が参加し、予定された訓練を時間内に終えることができました。 
今後もこういった訓練を実施するとともに、一層の「危機管理体制」の整備を図っ

てまいりたいと考えております。 
次に、市民福祉部関係でございますが、生活環境課所管では、コミュニティバス運

行の一部変更状況につきまして、ご報告いたします。 
７月１７日より６路線の内、南ルート２号線と北ルート３号線の路線及び時刻の変

更をいたしました。 
主な変更内容でありますが、まず、新郷・本荘方面の南ルート２号線につきまして

は、昨年実施いたしましたアンケートの結果を踏まえ、これまでは、新郷地区と本荘
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地区の直接の行き来が出来ない運行であったものを、両地区を直接結ぶ運行に変更を

いたしております。 
これにより、路線内の医療機関への移動が容易になるとともに、乗車時間の短縮が

図られております。 
また、浜坂・富津など北潟方面の北ルート３号線につきましては、これまで吉崎と

湯のまち駅間の運行でありましたが、４月から庁舎を統合したことも考慮し、湯のま

ち駅からさらに南ルート２号線との接続を行ないました。 
これにより、北ルート３号線の利用者は、ＪＲ芦原温泉駅や市役所まで乗り換えな

しで来ることが出来るようになっております。 
交通弱者にとっては、バス交通の果す役割は大きいものであり、今後とも実績や要

望等を踏まえ、あわら市地域生活交通活性化協議会に諮問しながら、利用者のニーズ

に即した運行に努めてまいりたいと考えております。 
次に、健康長寿課所管の金津雲雀ヶ丘寮についてご報告いたします。 
金津雲雀ヶ丘寮の増築につきましては、６月議会における予算計上後、７月２３日

の教育厚生委員会協議会、８月３日の議会全員協議会において、それぞれご説明を申

し上げ、工事実施のご理解を頂いただいたところであります。 
８月２３日には、増築工事に伴う造成工事、増築工事監理及び耐震補強改修設計業

務委託をそれぞれ入札執行しております。造成工事については株式会社、榊組が２０

５万円で、設計業務委託については株式会社、共栄建築設計事務所が１，９００万円

で、いずれも税抜きでありますが、落札をいたしております。 
なお、本体の増築工事につきましては、８月１３日に入札公示を行い、現在諸手続

きを進めているところであります。 
その後、入札条件の確認を経て入札書の提出期限を９月１３日、開札を同１４日と

定めて落札者を決定する流れとなっております。なお、この契約締結には、議会の承

認が必要となります。 
また、今後は、耐震補強改修工事や厨房関連機器、特殊浴槽、設備備品等の購入を

控えておりますので、議会の皆様の一層のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 
なお、金津雲雀ヶ丘寮の民営化に係る事業主体について、去る６月議会の際に、私

が言及したことについて釈明をさせていただきます。 
雲雀ヶ丘寮の民営化は旧金津町時代からの懸案であり、民営化を前提としているた

め、職員の採用あたっても嘱託職員としての採用を続けてきたところであります。そ

の結果、同じような仕事をしていながら、正職員２１人に対して嘱託職員４６人とい

ういびつな構成となり、組織運営上、きわめて由々しき事態を招来しております。 
もちろん、民営化の主眼とするところは入所者へのサービスにあるわけであります

が、今の組織の状態ではそれさえも危ぶまれております。 
そのようななか、私が議員時代に所管委員会の委員長として議論を積み上げてきた

流れのなかでは、民営化は議会、行政の一致した既定の方針との認識をいたしており

ました。 
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そこで、雲雀ヶ丘寮増築の機会をとらえ、民営化の方針を出すことは最適なタイミ

ングと判断いたした次第であります。 
しかしながら、６月議会直前の定例記者会見でこの件を発表したことに対し、議会

への事前の説明がなかったとのご批判をいただきました。民営化が既定の方針との認

識をもっていただけに、議会からのこのご批判には驚き、また残念な思いもありまし

たが、確かに、事業主体等を具体的にお示しできないままでの発表は尚早であったと

反省もいたしております。 
その後の議会との協議のなかでは、なるべく早めに事業主体等の具体案をお示しす

るとともに、民営化の時期については、増築部分の開業時期が理想ではあるものの、

現時点では未定とさせていただいたところであります。 
次に、経済産業部関係でございますが、観光商工課所管では、８月８日と９日の両

日、あわら湯のまち駅前多目的広場と温泉街を舞台に、「あわら湯かけまつり」が盛

大に開催されました。 
市商工会青年部を中心とした市内の若手が先頭に立ち実行委員会を組織して、あわ

ら市の貴重な資源である「温泉」を活用した「まつり」にしようと、昨年から新たに

出発したものです。 
温泉３区の「湯かけみこし」や「民踊の夕べ」、さらに福井県独自の文化である「饅

頭まき」など、多くの市民や観光客の参加に加え、議員の皆様も華を添えていただき、

活気溢れる祭りになったことを喜んでおります。 
「あわら湯かけまつり」が、何よりも市民が楽しく、観光客の皆様にも喜んでいた

だける「まつり」として成長していくことを心から期待をしているものであります。 
最後に教育委員会関係でございますが、スポーツ課所管では、去る８月１７日の金

曜日から２０日の月曜日にかけ、第１８回あわらカップカヌーポロ大会を開催いたし

ました。 
県内外からジュニアの部３０チーム、一般の部５０チームの計８０チーム、選手役

員を含め約１,０００名の方々の参加を頂き、北潟湖畔カヌーポロコートにおいて熱い
戦いが繰り広げられました。 
特に、１７日及び２０日のジュニアの部は、平成１９年度日本カヌーポロジュニア

選手権大会を兼ねて実施したこともあり、将来を期待される子供たちが、例年にもま

して大きな歓声の中、熱戦を繰り広げたほか、一般の部には、シンガポール女子代表

チームがエントリーするなど、国内有数の大会に成長したものと喜んでおります。 
また、本大会は、企画から競技運営まで市民により結成された実行委員会やボラン

テイアにより行われており、地元特産物を豊富に使った昼食提供等「手作りの大会」

として、大変市民に親しまれている大会でもあります。 
当市といたしましては、今後も「カヌー競技」の普及推進を図りながら、カヌーに

よる人づくり、まちづくりに努めてまいりたいと考えております。 
次に文化学習課所管の金津創作の森では、６月１２日から７月１日まで、あわら市

出身で、金沢美術工芸大学学長の久世健二氏と、韓国伝統文化学校、崔 成在教授を
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招待し、日韓陶芸「コラボレーション展」を開催いたしました。 
また、７月２１日から８月２６日まで、「アートドキュメント２００７ 森の竜神 

國安孝昌展」を開催いたしました。 
プレオープンからシリーズ１０回目となるこの展覧会では、屋内と水辺の広場で環

境に配慮した大規模彫刻を制作・展示いたしており、２,３４２人が観覧に訪れており
ます。 
７月２１日には、「あわら市環境アートコンペ」第１次審査を行っております。 
福井大学講師・薬袋奈美子氏を委員長に、東京芸術大学教授・たほ りつこ氏をは

じめ５名の審査員が、応募作品４８点の中から７つを選んでおり、グランプリ作品は

来年の開館１０周年事業で市内に展示を予定しております。 
８月３日から８月１０日まで、「２００７夏季グラスワークショップ」を開催いた

しました。 
独自の高度な技術をもつ国内作家３名を招待し、全国から集まった３３名の受講生

を対象に集中講座を行ないました。 
県内唯一のガラス工芸の教育の機関として今後も継続してまいりたいと思います。 
８月５日から８月１１日まで、昨年に引き続き、作家集団グラフを招待して「４つ

めの小屋、２度目の夏」展を開催しました。 
森の中に、４つめの作品である小屋が、ボランティアの方々の協力を得て制作され、

夜は水辺の広場でライブコンサートを開催するなど、グラフの多才な一面を楽しんで

いただきました。 
８月２６日には、同じくグラフの荒西浩人氏を講師に迎え、小学生を対象に、森の

ワークショップ「いかだを作って遊ぼう」を開催しております。 
たくさんの子供たちが、豊かな森の環境の中でのいかだ作りを体験いたしました。 
また、現在は、７月１４日から９月３０日まで、キティ誕生３０周年記念の企画と

して「ハローキティとアート ファッションの幸福なコラボレーション展 キティ・

エックス」を開催いたしており、国内外の著名アーティストが制作した４０点の作品

を展示しております。 
以上で行政報告を終ります。 

 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（山川 豊君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番、石田則一君、

１２番、丸谷浩二君の両名を指名します。 

 

 

◎会期の決定 

○議長（山川 豊君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 
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お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から９月２１日までの１７日間といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） 異義なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は本日より９月２１日までの１７日間と決定しました。 

なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 

 

 

◎議案第７３号から議案第７５号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長(山川 豊君) 日程第３、議案第７３号、平成１９年度あわら市一般会計補正予

算（第３号）、日程第４、議案第７４号、平成１９年度あわら市国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）、日程第５、議案第７５号、平成１９年度あわら市老人保健特

別会計補正予算（第３号）以上の議案３件を一括議題とします。 

○議長(山川 豊君) 市長から提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第７３号、平成１９年度あわら市

一般会計補正予算（第３号）から議案第７５号、平成１９年度あわら市老人保健特別

会計補正予算（第３号）までの３議案について、概要の説明を申し上げます。 

まず、議案第７３号、平成１９年度あわら市一般会計補正予算（第３号）でござい

ますが、本案は、歳入歳出それぞれ１億６８２万９千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を１１４億９,２７６万６千円と定めるものであります。 

次に、補正の主な内容をご説明申し上げます。 

まず、歳出でございますが、総務費では、市長選挙費において、総額２２９万円を

減額し、公共交通対策費であわら湯のまち駅屋上防水改修工事４６０万円を計上して

おります。 

民生費では、障害者福祉費で、障害者自立支援対策臨時特例交付金事業に係る経費

として、備品購入費２００万円のほか、障害者施設安定化支援費７３７万５千円を、

また、地域支援事業費で前年度事業に対する受託費の精算返還金４０７万３千円を計

上しております。 

農林水産業費では農業振興費で農地集積実践事業補助金４，２７２万６千円を、農

地費で国営造成施設管理体制整備促進事業補助金１，２３５万６千円を計上しており

ます。 

土木費では、住宅総務費で県の事業廃止に伴い太陽光発電等住宅設備設置促進事業

補助金４００万円を減額する一方、住宅管理費で市営住宅解体及び跡地整地工事４９

０万円を計上いたしております。 
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教育費では、事務局費で、国の委託事業に係る地域防犯情報共有システム開発委託

料３３０万円を、中学校の教育振興費で卓球部の全国大会出場等に対する補助金２２

３万２千円を計上いたしております。 

一方、歳入につきましては、各種事業に伴う国及び県支出金７,１８０万９千円、

繰越金３，１６３万１千円などを計上しております。 

議案第７４号、平成１９年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、２,８９６万４千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ２９億３，５４０万８千円と定めるものであります。 

補正の内容といたしましては、前年度において概算で交付されました療養給付費等

の精算返還金２，８９６万４千円を計上いたしたものであります。 

歳入につきましては、繰越金を充てております。 

議案第７５号、平成１９年度あわら市老人保健特別会計補正予算（第３号）につき

ましては、２８７万５千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３５億

４，５０３万９千円と定めるものであります。 

補正の内容といたしましては、前年度の実績に基づき医療費負担金が追加交付され

ることに伴い、これを歳入に計上するとともに、歳出においては前年度の一般会計繰

入金を精算し、繰出金として計上するものであります。 

以上、３議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長(山川 豊君) 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長(山川 豊君) 質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） ただ今の議案７３号につきまして、いくつかお伺いをしたい

と思いますが、ひとつは福祉課関係の障害者自立支援対策臨時特例交付金事業、９８

７万５千円となっておりますが、この事業は障害者自立支援事業所に対する支援とい

いますか、そういうものだと思いますが、この対象となる事業所は何ヵ所あるのか。

市内及び市外もあるかと思いますが、何ヶ所あるのか。 

それから、この障害者自立支援法ができましてから、障害者施設は非常に経営が困

難になっているといわれておりますが、それぞれ事業所の経営状況をですね、そうい

うものはどのように把握されておられるのか、また、今回のこの事業によりましてど

ういう効果が期待されるのか、その辺りについて伺いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（毛利純雄君） ただ今の山川議員のご質問にお答えさせていただきま

す。 

まず、支援事業所が何ヶ所あるのか、また、事業所の経営状況についてのご質問で

ございます。 
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ご質問の障害者施設安定化支援費につきましては、平成１８年度の制度改正により

まして、障害者が利用しやすい施設、いわゆる事業所への報酬単価がこれまでは月払

い方式という形でございましたが、今回の法改正によりまして、日払い方式に改正さ

れたという事による、激変緩和措置としまして１９年度、２０年度の２ヵ年の時限措

置が取られている事になったわけでございます。 

１８年度までの支援費制度で、それぞれの事業所が収入があったわけでございます。

それの９割までを補填するというような制度でございます。 

対象の事業所につきましては、各事業所のうち通所施設でございますが、及びグル

ープホームというのもございます。それらを想定をいたしているところでございます。 

あわら市で地元にあります施設で、松影地区にございます、ハスの実、また山室地

区にございます、コミュニティネットワークあわら事業所を始め、またあわらの市民

の方が福井市内等の施設にも通所しておりますので、それらの事業所を合わせますと

１０ヶ所、それとグループホームがあわら市内に６ヶ所ですか、それとそれ以外を合

わせまして全体で９グループホームございます。それらについて助成を予定してござ

います。 

また２点目の事業所の経営状況という事でございますが、これらにつきましては事

業所指定の権限がございます県の方において、それぞれの事業所から決算状況を調査

しているという所でございます。 

先ほど議員ご指摘のあわら市内にございます施設も、大変厳しいという事も我々も

耳にしているわけでございます。そういう事で今回の予算につきましては県のご指導

の中で概算で予算を計上させていただいたという事でございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はございませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） その次にですね、農林水産課所管のやつで、農地集積実践事

業補助金４，２７２万６千円、この事業内容について、ちょっと説明をいただきなと

思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 経済産業部長、出店 学君。 

○経済産業部長（出店 学君） 山川議員のご質問にお答えいたします。 

お尋ねの農地集積実践事業でございますが、これにつきましては平成１８年１２月

に策定いたしました、あわら市の農業経営基礎基盤の強化の促進に関する基本的な構

想、これに基づきまして、地域の担い手に対しまして、面的利用集積を図る上で、必

要となります諸活動費等の負担、それといろいろと事務的な軽減を図る事によりまし

て、担い手に取りまして、真のコストダウン、これに繋げるための面的なまとまりあ

る形での農用地の利用集積等を促進するという事を目的としている事業でございま

す。 
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平成１８年度におきまして、農地の流動化、集積でございますが、こういった実態

の調査、並びに要望等を踏まえまして、１９年度には市内の１８地区、金津の方で１

２地区、それから芦原の方で６地区の、いわゆる農用地利用改善組合、これを交付対

象団体といたしまして、面的集積促進費を交付するというような状況でございます。 

その事業費の内容でございますが、希望額がございまして、１０アール当り、一反

でございますが、これに対しまして１万５千円、それと加算がございます。規模拡大、

これ一地区当りの対象の農地面積、これに応じまして１０アール当り２万円、それか

ら長期契約、所有権の移転とか、６年以上の賃借権の設置等、これにつきましては定

額、一地区４０万６千円という事で、３つめの事業連携、これにつきましては値域担

い手経営基盤強化総合対策実践事業、これを行っている地区に対しまして、一地区こ

れも定額で４０万６千円というような、奨励的な集積に対しまして補助を設定してお

ります。 

これらの条件の元で、１８地区の全体の集積面積に対しまして、現在８１．２ヘク

タール、これが県とのやり取りの中で補助対象になるというようになっております。 

また、その補助金でございますが、基本額の２分の１、６０９万円が県費を含めて

おりますけれども、４，２７６万円が合計額となっております。 

資産の方では上限、現在見込んでいる面積につきましては４．７ヘクタールが上限

だと考えておりますが、これで試算しますと促進費の方で基本額で、７０万５千円、

それから加算額で１７５万２千円と、トータルの２４５万７千円が一地区当りの促進

費の交付額になるのではないかと見込んでおります。 

以上、よろしくお願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 今のこれは補助金の集積促進の補助金という事ですが、使い

道というか、そういうものに特別な制約とか、そういうものは無いないわけですか。 

改善組合で事務費等の事業に使えるという事でしょうか。 

｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 出店 学君。 

○経済産業部長（出店 学君） 今、議員おっしゃるような事務費等、こういったもの

にも使われるわけでございざすが、実際はその集積に係る研修、こういったものの交

通費、それと農業機械等の購入、それと資金調整、こういったものに当てられるとい

うような内容の問答が出てるわけでございますが、実際、単年度で実施期間中に促進

費を使うと言う事が原則でございますが、やむを得ず、多年度にわたってというよう

な所も、一応事務費の使用等の中で謳われている所でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、これは会議規則５６条により、同一議員につき、または

同一議題につき３回を超える事はできないという事になっております。 

ただ、これは議長が認めればいいわけですけども、後ほど委員会付託をして、慎重
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審議していただきたいと思いますので、この会場ではこの規則により、これで打ち切

らせていただきたいと思います。 

他にございませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） 私も議案第７３号ですかね、これについて一点だけお聞きし

たいと思います。 

今ほどの市長の提案説明の中で、この太陽光発電に関する事なんですけれども、こ

れ太陽光発電は平成１９年度の当初予算を見てやりますと、４００万円を計上してあ

りました。にも係わらず、今回の補正では４００万の減額補正という事は、ゼロにな

ってしまったと、ゼロになってしまったという事は、太陽光発電の事業そのものが無

くなってしまったんですよと、私はこういう理解をしてるんですけれども、といいま

すのは今ほどいいましたように、平成１９年度の当初予算に計上しているにも係わら

ず、９月でもって、補正でもって事業の打ち切りと、そうしますとなぜ当初予算にや

ね、平成１９年度の当初予算にこういう事を計上してきたのかと、これについてちょ

っと聞いてみたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 土木部長、絹谷忠典君。 

○土木部長（絹谷忠典君） 穴田議員のご質問にお答えいたします。 

この補助制度につきましては、太陽光発電が地球温暖化の原因でございます、二酸

化炭素、窒素酸化物等の排出ガスの心配も無く、環境に優しい、クリーンなエネルギ

ーである事から、福井県が住宅政策の一環としまして、平成１５年度に創設しまして、

これに各市町も連携をいたしたもので、普及、促進を図ってきたところでございます。 

補助率につきましては、平成１５年度、平成１６年度につきましては限度額が６０

万、県、市町村、それぞれ２分の１、また普及促進を図るため平成１７年、１８年度

につきましては、補助限度額を４０万に引き下げまして、県が４分の３、市が４分の

１の補助率でございました。 

あわら市の実績としましては、平成１５年度が７件、平成１６年度が５件、平成１

７年度が９件、平成１８年度が１１件で４ヵ年の総数は３２件で、平均約８件ござい

ました。 

この補助制度によりまして、県全体の普及率が補助制度を設置する以前につきまし

ては福井県は全国で最低のランクの普及率であったそうでございますが、平成１８年

度末におきましては、中ランクに上昇したとの事でございます。 

この結果を踏まえまして、本年は知事の改選期であり、骨格予算でもございました

ので、最終決定が遅れまして、あわら市の事業終了の通知も７月の９日付けになった

わけでございますが、県としましては促進事業として一定の成果が得られ、目標を達

成したとの判断から、平成１８年度をもって、補助制度を廃止したものでございます。 

あわら市といたしましても、県と同様に普及促進に関して、一定の成果が得られた
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との判断から、この補助制度を廃止し、所要の措置を取らしていただいたものでござ

います。 

尚、補助制度は廃止をいたしましたが、今後とも地球に優しいクリーンなエネルギ

ーとして普及促進に努めてまいりたいと思っておりますので、ご了承をお願いしたい

と思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今ほどの担当部長の答弁のままでございますけども、実はこの

件につきまして、過日行なわれました県内の市長会でも問題になりました。 

県の方からこのような事業を実施するという事を受けまして、県内の自治体がそれ

ぞれ当初で持ってる所もあれば、途中の補正で持った所もあるようですけども、予算

計上いたしておりましたけれども、今報告申し上げましたように、７月９日付けで県

の方から事業終了するというような通知があったようです。 

こういう事は非常に県内の自治体としては、迷惑をするのでこういう事は今後ない

ようにという事を市長会としても、県の方に申し入れを行なってるところでございま

す。 

そういう経緯でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

わざわざ市長まで答弁いただきましてありがとうございます。 

今ほど市長の答弁によりますと、当あわら市においては１５年度から１８年度まで

の事業計画年度において、３２件の事業があったと、それはあわら市はあわら市なり

に見てみますと、それなりに成果は上ったんじゃないかと、こういう答弁でしたけれ

ども、今、先ほど市長も行政報告の中で言われていましたように、特にやね、このグ

ローバル的といいますか、全世界的にＣＯ２の排出を削減していきましょう、抑制し

ていきましょうと、それでもって地球の温暖化をやね、少しでも防止していきましょ

うと、こういう中において私、福井県がやね、こういう事業打ち切りと、こういう事

をすること自体が私も疑問を感じます。 

そんな中で市長はこの福井県の市長会でもってもやね、それに対して事業の継続と

いうんですかね、見直し等を要望しましたよと、こういう事に関しては、私、大変い

い事ではないかなと思います。 

それに夢を託すわけではございませんけれども、市長なんかも、市長にお聞きしま

すけれども、ご存知のように循環型社会システムの構築といいますのは、今ほど言い

ましたようにＣＯ２の削減を進めて行きましょうと、その代わり新しいエネルギーで

すね、その熱資源を求めて行きましょうと、そんな中で当あわら市においても新市建

設計画書の中に、この太陽光発電とこういう事業名が記載されているんですね、２９

ページに、そうしますと県がどういう返事する、しないは別問題としましても、あわ
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ら市独自でやらないのなら、この新市建設計画書の見直しも当然視野に入れて行くべ

きじゃないかなと、こういうように思うんですが市長どう思われます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 新市建設計画の見直しにつきましては、ちょっとそこまでやる

べき事ではないのかなと正直思いますが、前段ですけども、先ほどの行政報告でも報

告いたしましたけども、風力発電事業につきましても、ＣＯ２削減という大きな目的

に向っての計画でありまして、片方でそういう事に前向きな考え方をしていながら、

一方ではこうやって太陽光発電の事業を打ち切るというのはいかがなものかという

ようなご趣旨かと思いますけれども、やはりこれはどこの自治体でもそうだったと思

いますけれども、県の事業としてですね、相応の予算配分があるという事を前提にし

ての事業の取り組みだったと思います。 

問題は事業の目的とそれから負担の関係かなと思います。この県の事業終了の通知

を受けまして、県内で引き続きですね、県の補助金なしでやるという所は、あっても

極めて極少数かですね、自治体がそれぞれ負担する補助金といいますか、これは極め

て少ないものになってるんじゃないかなと思います。そうしますと、実施的な効果は

認められないような気がいたします。 

そういう事で本市といたしましても、この事業は残念ながら打ち切らざるを得ない

という事ですので、そのようにご理解いただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長室長。 

○市長室長（長谷川賢治君） 今ほど穴田議員の方から、新市建設計画の変更が必要で

はないかという事でございましたが、ただ今市長の方から今後とも資源エネルギーも

普及促進を図って行きたいという事でございます。 

それでですね、太陽光発電の事業補助金が終了したのであれば、普通ならば案件で

あります新市建設計画も変更しなければいけないのではないかという事じゃないか

と思いますが、新市建設計画は合併特例法に基づきまして作成するもので、合併後１

０年間の新市のまちづくりを進めていく上で、基準を定めると共に建設の根幹となる、

先ほども言いました風力発電等の事業に関する事項や財政計画等を記載しているも

のでございます。 

先ほど土木部長から答弁しましたように、旧町時代、それからあわら市としてです

ね、平成１５年度から１８年度までの４ヵ年間は太陽光発電に関します者に対して、

市から事業補助金を交付しております。 

ご案内の通り、あわら市の新市建設計画は平成１６年度から平成２５年度までの１

０ヵ年間を期間として定めており、その期間内において少なくとも太陽光発電設置者

の事業補助金を交付している事から、少なくとも当該事業補助金の廃止を持って、新

市建設計画変更する必要はないと考えております。 

先ほど言いましたように、市といたしましては今後とも太陽光発電を始め、地球に
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優しいクリーンな新エネルギーのＰＲを含めた普及促進を図って行きたいと考えて

おりますのでご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長(山川 豊君) 他に質疑はありませんか。 

(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長(山川 豊君) 質疑なしと認めます。 

○議長(山川 豊君) ただいま議題となっています、議案第７３号から議案第７５号ま

での３議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託します。 

 

 

◎議案第７６号から議案第７８号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長(山川 豊君) 日程第６、議案第７６号、政治倫理の確立のためのあわら市長の

資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第７、議案第

７７号、あわら市情報公開条例及びあわら市下水道条例の一部を改正する条例の制定

について、日程第８、議案第７８号、あわら市モーターボート競走条例の一部を改正

する条例の制定について、以上の議案３件を一括議題とします。 

○議長(山川 豊君) 市長から提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第７６号、政治倫理の確立のため

のあわら市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定についてか

ら議案第７８号、あわら市モーターボート競走条例の一部を改正する条例の制定につ

いてまでの３議案の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第７６号、政治倫理の確立のためのあわら市長の資産等の公開に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてにつきましては、「証券取引法」の改正及び「郵

政民営化法等の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律」の施行に伴い「証券取引

法」を「金融商品取引法」に改めるほか、郵便貯金に関する表現を整理をする必要が

生じるため、所要の改正を行なうものであります。 

議案第７７号、あわら市情報公開条例及びあわら市下水道条例の一部を改正する条

例の制定についてにつきましては、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法令の整備等

に関する法律」の施行に伴い、「日本郵政公社」などの用語を削る必要が生じるため、

所要の改正を行なうものであります。 

議案第７８号、あわら市モーターボート競走条例の一部を改正する条例の制定につ

いてにつきましては、現在の特別観覧席には、４人以下での利用を前提としたグルー

プ席と、１人１席の一般席がありますが、この一般席を利用実態等を勘案し、ペアシ

ートとしての利用に切り替えることに伴い、所要の改正を行なうものであります。 

以上、３議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りま
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すようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長(山川 豊君) 質疑なしと認めます。 

○議長(山川 豊君) ただいま議題となっています議案第７６から議案第７８号まで

の３議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託

します。 

 

 

◎請願第１号の上程・委員会付託 

○議長(山川 豊君) 日程第９、請願第１号、品目横断的経営安定対策の見直しと、多

様な農業担い手育成を求める請願を議題とします。 

○議長(山川 豊君) ただいま議題となっています請願第１号は、産業建設常任委員会

に付託し、審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、この請願は産業建設常任委員会に付託して、審査することに決定しま

した。 

 

 

◎請願第２号の上程・委員会付託 

○議長(山川 豊君) 日程第１０、請願第２号、子どもの医療費無料化を求める請願を

議題とします。 

○議長(山川 豊君) ただいま議題となっています請願第２号は、教育厚生常任委員会

に付託し、審査することに決定したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、この請願は教育厚生常任委員会に付託して、審査することに決定しま

した。 

 

 

◎請願第３号の上程・委員会付託 

○議長(山川 豊君) 日程第１１、請願第３号、年金課税を元に戻し、最低保障年金制

度の実現を求める意見書採択に関する請願を議題とします。 

○議長(山川 豊君) ただいま議題となっています請願第３号は、総務常任委員会に付

託し、審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、この請願は総務常任委員会に付託して、審査することに決定しました。 

 

 

◎散会の宣言 

○議長（山川 豊君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、９月１１日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

本日はこれにて散会します。 

 

（午前 11時 21 分） 

 

地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

平成１９年  月  日 

議  長 

 

署名議員 

 

署名議員 
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平成１９年度 第２２回あわら市議会 定例会 

 

平成１９年 ９月１１日（火） 

午前９時３０分 開  議 

 

１．開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第６３号 平成１８年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ３ 議案第６４号 平成１８年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ４ 議案第６５号 平成１８年度あわら市老人保健特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ５ 議案第６６号 平成１８年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第 ６ 議案第６７号 平成１８年度あわら市公共下水道特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 ７ 議案第６８号 平成１８年度あわら市農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

日程第 ８ 議案第６９号 平成１８年度あわら市モーターボート競走特別会計歳入

歳出決算の認定について 

日程第 ９ 議案第７０号 平成１８年度あわら市水道事業会計決算の認定について 

日程第１０ 議案第７１号 平成１８年度あわら市工業用水道事業会計決算の認定に

ついて 

日程第１１ 議案第７２号 平成１８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の

認定について 

日程第１２ 一般質問 

 

（散  会） 
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◎開議の宣告 

○議長（山川 豊君） おはようございます、これより、本日の会議を開きます。 

○議長（山川 豊君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（山川 豊君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前 9時 30 分） 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（山川 豊君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番、石田則一君、

１２番、丸谷浩二君の両名を指名します。 

 

 

◎議案第６３号から議案第７２号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長(山川 豊君) 日程第２、議案第６３号、平成１８年度あわら市一般会計歳入歳

出決算の認定について、日程第３、議案第６４号、平成１８年度あわら市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第４、議案第６５号、平成１８年度あ

わら市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第６６号、平

成１８年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、

議案第６７号、平成１８年度あわら市公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、日程第７、議案第６８号、平成１８年度あわら市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、日程第８、議案第６９号、平成１８年度あわら市モーター

ボート競走特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第９、議案第７０号、平成１

８年度あわら市水道事業会計決算の認定について、日程第１０、議案第７１号、平成

１８年度あわら市工業用水道事業会計決算の認定について、日程第１１、議案第７２

号、平成１８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の認定について、以上の議

案１０件を一括議題とします。 

○議長(山川 豊君) 市長から提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただ今上程されました、議案第６３号、平成１８年度あわら市

一般会計歳入歳出決算の認定についてから議案第７２号、平成１８年度芦原温泉上水

道財産区水道事業会計決算の認定についてまでの１０議案について、提案理由の説明

を申し上げます。 

これらの１０議案につきましては、一般会計をはじめとする各会計の平成１８年度

歳入歳出決算をあわら市監査委員の決算審査の意見を付して提出したもので、地方自

治法及び地方公営企業法の規定により、議会の認定をお願いするものであります。 



 

 22 

まず、議案第６３号、一般会計歳入歳出決算についてご説明いたします。 

一般会計の歳入総額は、１２１億６,００８万８,９４４円、歳出総額は、１１８億

７,２０４万５,３４０円で、歳入歳出差引額は、２億８，８０４万３,６０４円とな

っております。 

この中には、繰越明許費として、農林水産業費、土木費及び教育費の一部を翌年度

へ繰り越しておりますので、平成１９年度へ繰り越すべき財源８４万５千円が含まれ

ており、歳入歳出差引額からこの額を差し引いた実質収支額は、２億８，７１９万８，

６０４円となるものであります。 

歳入の主なものは、市税の４３億６,１５６万８,９３７円をはじめ、地方交付税３

０億４,１４２万円、市債１１億３，４９０万円、国庫支出金７億９６６万４，５８

８円、県支出金６億２，４４０万１，３４１円、分担金及び負担金３億４,５７８万

４，０１１円、繰越金３億４９万９，２０６円などとなっております。 

一方、歳出の主なものは、民生費の３０億６,９０４万６,２８０円をはじめ、土木

費１８億６,９００万５,２０５円、総務費１３億７,４２８万５,０３６円、教育費１

２億４，４１０万５,３７５円、公債費１３億１,６０８万１，８０９円、農林水産業

費７億９,９６５万３,５９９円などとなっております。 

なお、主要な財政指標を申し上げますと、実質収支比率４．０％、財政力指数０．

６３４、経常収支比率８２．８％、起債制限比率９．６％であり、実質公債費比率に

つきましては、１６．８％となっております。 

次に、特別会計の決算について申し上げます。 

議案第６４号、国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、２７

億８,６７１万９,４３４円で、主なものといたしましては、国民健康保険税８億６,

５３９万７,１０４円、国庫支出金７億３，９１７万８，５７９円、県支出金１億１，

５０４万４，３４５円、療養給付費等交付金７億３,７８９万８，４２２円などとな

っております。 

また、歳出総額は、２７億３,２５７万９，４４０円で、主なものといたしまして

は、保険給付費１８億６，６３４万８,９７９円、老人保健拠出金５億７１８万７,５

３２円、介護納付金１億５,１７２万６,８３４円などとなっております。 

歳入歳出差引額は、５，４１３万９,９９４円で、平成１９年度に繰り越しをいた

しております。 

議案第６５号、老人保健特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、３４億９,

４９３万７９４円で、主なものといたしましては、支払基金交付金１９億２３７万８,

２９５円、国庫支出金１０億５，１３８万１，６５５円、県支出金２億６,５８１万

５６３円、一般会計繰入金２億６，５５３万７，３６６円などとなっております。 

また、歳出総額は３５億３７９万９,２６１円で、差し引き８８６万８，４６７円

の歳入不足となっており、不足額を平成１９年度の歳入から繰り上げ充用をいたして

おります。 

歳出の内訳といたしましては、医療諸費３４億５，５９７万２,６３１円、前年度
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繰り上げ充用金４，７８２万６，６３０円であります。 

議案第６６号、金津雲雀ケ丘寮特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、４

億１,８９６万１,３９１円で、主なものといたしましては、介護保険収入１億９，６

８８万５,２５４円、措置費収入１億４,５６１万８,６００円、利用料収入４,０３４

万７，３８８円などとなっております。 

また、歳出総額は、３億８,６２０万６,２３８円で、主なものといたしましては、

指定介護老人福祉施設費１億６,１０４万４,４４５円、養護老人施設費１億５,１０

４万４５１円などとなっております。 

歳入歳出差引額は、３,２７５万５,１５３円で、平成１９年度に繰り越しをいたし

ております。 

議案第６７号、公共下水道特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、２１億

１,９９２万５，６８５円で、主なものといたしましては、一般会計繰入金８億２,６

８８万１千円、使用料及び手数料４億５,４６１万８,６６１円、市債４億８,７８０

万円、国庫支出金２億７,９５０万円などとなっております。 

また、歳出総額は、１８億１１０万９,２３６円で、主なものといたしましては、

事業費８億４，６３１万６，６６４円、公債費９億２,１４８万９,７７９円などであ

ります。 

歳入歳出差引額は、３億１,８８１万６,４４９円となりますが、繰越明許費に係る

翌年度へ繰り越すべき財源２７５万４千円を差し引いた実質収支額は、３億１,６０

６万２，４４９円であります。 

なお、本特別会計は、平成１９年４月１日より、地方公営企業法を適用する公営企

業会計へ移行したため、平成１８年度の決算は３月３１日での打ち切り決算となって

おります。このため、多額の繰越金が発生しております。 

議案第６８号、農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、

７,０９９万１,９８４円で、主なものといたしましては、一般会計繰入金５,１５２

万６千円、使用料及び手数料１,４１４万９９３円などとなっております。 

また、歳出総額は、６,９５６万２，２０６円で、主なものといたしましては、事

業費１,６８８万８，２６７円、公債費４，６３３万８,３９９円などとなっておりま

す。 

歳入歳出差引額は、１４２万９,７７８円で、平成１９年度に繰り越しをいたして

おります。 

議案第６９号、モーターボート競走特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、

２３億７,８３０万２０９円で、主なものといたしましては、競艇事業収入２３億６，

６２４万４４８円、諸収入１,１５９万９，５７１円、繰越金４１万８，２８５円な

どとなっております。 

また、歳出総額は、２３億７,７４２万１,４８２円で、内訳は、競艇事業費２３億

７,４３５万６，９７７円、諸支出金３０６万４，５０５円となっております。 

歳入歳出差引額は、８７万８,７２７円で、平成１９年度に繰り越しをいたしてお
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ります。 

続いて、公営企業会計の決算について申し上げます。 

議案第７０号、水道事業会計決算については、収益的収入及び支出で、水道事業収

益９億１,９３１万８,９０２円に対し、水道事業費用８億９，５４９万３，５６２円

で、差引額は、２,３８２万５,３４０円でありますが、損益計算は消費税抜きの計算

をいたしますので、当該年度の純利益は、１,５１１万５,４１２円となっております。 

また、資本的収入及び支出では、収入額１億５,３６１万５,０５０円に対し、支出

額３億８,６３１万７,４９５円で、２億３，２７０万２,４４５円の収入不足を生じ

ております。 

この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金２億２,１３１万５,５２４

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，１３８万６，９２１円で補

てんをいたしております。 

議案第７１号、工業用水道事業会計決算については、収益的収入及び支出で、工業

用水道事業収益１,０７３万３，１５３円に対し、工業用水道事業費用９２５万２,３

３７円で、差引額は、１４８万８１６円でありますが、この会計につきましても、損

益計算は消費税抜きの計算をいたしますので、当該年度の純利益は、１４８万６６３

円となっております。 

また、資本的収入及び支出はありませんでした。 

議案第７２号、芦原温泉上水道財産区水道事業会計については、収益的収入及び支

出で、水道事業収益１億６,７４８万３,３３２円に対し、水道事業費用１億７,３６

４万７８９円で、差引額は、６１５万７,４５７円のマイナスでありますが、この会

計につきましても、損益計算は消費税抜きの計算をいたしますので、当該年度の純損

失は、６９６万７，４１９円となっております。 

また、資本的収入及び支出では、収入額１６３万５,９００円に対し、支出額３,６

５２万７,２４５円で、３,４８９万１,３４５円の収入不足を生じております。 

この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金２６９万９，９６５円、当

年度分損益勘定留保資金３，１４１万６６８円、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額７８万７１２円で補てんをいたしております。 

以上、１０議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜り

ますようお願いを申し上げます。 

○議長(山川 豊君) 上程議案に関し、代表監査委員からの決算審査の結果について、

報告を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 代表監査委員、上坂朋宏君。 

○代表監査委員（上坂朋宏君） 議長のご指名をいただきましたので、監査委員を代表

いたしまして、決算審査の結果をご報告申し上げます。 

平成１８年度の決算審査は、去る７月３０日から５日間にわたり、あわら市に係る

一般会計をはじめ特別会計、企業会計及び芦原温泉区上水道財産区水道事業の１０の
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会計の各会計決算及び基金運用状況につきまして、関係書類及び主要な施策の成果報

告書など資料の提出を求め、慎重に審査をいたしました。 

その結果、一般会計、特別会計及び企業会計等の決算は、それぞれ関係法規に準拠

して作成され、諸帳票は証拠書類と符合し、計数も正確であると認められました。 

審査の内容につきましては、意見書としてまとめ，お手元に配布してございますの

で、ご高覧いただきたいと存じます。 

さて、合併から３年６ヶ月が経過いたしましたが、今後、総合振興計画や新市建設

計画に掲げられた各種の施策の推進をはじめ、市民から「合併して良かった」と思わ

れる市政運営を行なうにあたっては、多くの課題があります。 

現下の国、地方を取り巻く経済環境は誠に厳しく、今後の地方財政予測を的確に捉

えながら、適切な行財政運営に最善の取り組みを望むものであります。 

特に、国では、新地方分権の改革を、「自己決定・自己責任」、「受益と負担の明確

化」により「地方が主役に」の確立を目指すべきであるとしております。そのために

は、行政運営の失敗の影響は住民に及ぶことを踏まえ、住民・首長・議会が自治の担

い手としての意識改革を行い、その下で職員も自らの使命をしっかりと自覚して、そ

れぞれの確固たる意思と責任を持って進んでいかなければならないとしております。 

さらには、自治体財政への監視を強化することで、財政危機の早期発見と健全化を

目的とした地方財政健全化法が成立したところであります。この制度では、健全度を

測るために、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担

比率」の新たな４つの財政指標を導入し、一定基準を超えると財政健全化計画の作成

の義務付け、さらには、地方債の発行が制限されるなどし、財政再生計画の作成が求

められるもので、平成１９年度決算から指標を公表し、２０年度決算から適用すると

されておりますので、徹底した行財政改革に取り組み、更なる事務事業の簡素で効率

的な執行を行い、財政体質の健全化を望むものであります。 

それでは、決算についてその審査の概要をご報告申し上げます。 

先ず、本市の財政状況を決算統計の主要財務比率から見てみると、財政力指数は０．

６３４、対前年度比、０．０１８ポイントのアップ、経常収支比率は８１．６％、対

前年度比、０．３ポイントの低下とそれぞれ前年度より改善の方向となっております

が、公債費比率は１２．８％となり、対前年度比、０．２ポイントのアップとなって

おります。企業会計を含めた全会計の市債の現在高は、２８５億７，７５６万７千円

となり、前年度と比較すると９，８６４万４千円の微減でありますが、市民一人当た

りにすると９１万９千円となっております。 

また、自治体の財政健全度をみる新指標として国が昨年度導入した「実質公債費比

率」では、１６．８％、対前年度比、０．８ポイントの低下となっておりますが、地

方債発行に知事の許可が必要となる１８％に依然として接近しており、今後、まちづ

くりに要する各種施策の推進などその増加が想定されることから、適債事業の厳選に

特に配慮願うものであります。 

次に、一般会計について申し上げます。５ページ目です。 
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歳入決算の総額は、１２１億６，００８万９千円となり、歳出決算の総額は、１１

８億７，２０４万５千円で、対前年度比、歳入歳出とも５．１％の減であります。 

財政収支につきましては、形式収支２億８，８０４万４千円となり、翌年度へ繰り

越すべき財源８４万５千円を差し引いた実質収支は、２億８，７１９万９千円、実質

収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、４８３万８千円の黒字となり、

財政調整基金に３４万１千円を積み立てる一方、取り崩しがないため、実質単年度収

支は５１７万９千円の黒字となっております。 

以下、歳入歳出の内容について申し上げます。 

先ず、歳入決算額を性質別に区分いたしますと、自主財源は５６億５０２万７千円

で構成比４６．２％、依存財源は６５億５，５０６万２千円で、構成比は５３．８％

となっております。 

なお、自主財源の主なものは、市税が４３億６，１５６万９千円で、構成比は３５．

９％、諸収入は３億６，４１７万６千円で３．０％、分担金・負担金は３億４，５７

８万４千円で２．９％となっており、一方の依存財源では、地方交付税３０億４，１

４２万円で構成比は２５．０％、市債１１億３，４９０万円で９．４％、国庫支出金

７億９６６万５千円で５．８％、県支出金６億２，４４０万１千円で５．１％となっ

ております。 

前年度と比較して市税は、税制改正及び景気上昇による法人市民税の増により、市

税１億４，１３１万円の増となっておりますが、地方交付税は２億１，７０６万６千

円の減少となっており、今後の新地方分権改革による歳入・歳出一体改革など、国の

地方税財政の改革を十分見定めながら、これら財源の確保に一層の努力を願うもので

あります。 

特に、市税においての収納率は、８３．７％、対前年度比１．９％の増となってお

りますが、昨今の経済情勢もあるが、その累積滞納額は７億８，０６７万円となって

いることから、これの収納対策については、負担の公平の確保と健全な財政運営を図

る観点からも、収納体制の更なる強化など特段の配慮を願うものであります。 

一方、歳出決算額を性質別に区分いたしますと、その構成比は、消費的経費は６１．

４％、公債費その他２５．８％、投資的経費が１２．８％となっておりますが、特に

消費的経費のうち人件費は、退職職員の補充を行なわなかったことにより、１億２，

５９６万９千円の減となっており、物件費では、除雪作業委託料などの減により、１

億６，９２６万６千円の減、補助費等では、三国あわら斎苑組合負担金などの減に伴

い、５億８，７２８万円の減となっております。 

普通建設事業は、庁舎統合事業１億６，１７３万５千円、地方道路交付金事業３億

６，５９３万３千円など、大型事業を実施しましたが、反面、ケーブルテレビ施設整

備事業１億８，９７８万７千円、観光会館改修工事１億４５１万７千円の減の結果、

投資的経費は対前年度比６，６０３万１千円の増、率にして４．５％の増となったも

のであります。 

公債費は、元金償還の増に伴い、３，０４０万６千円の増となっております。 
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繰出金は、公共下水道特別会計に対する繰出金の減に伴い、４，７３６万９千円の

減となっております。 

次に、歳出決算額の目的別構成は、民生費２５．９％、土木費１５．７％、総務費

１１．６％、公債費１１．１％、及び教育費１０．５％となっており、特に土木費で

は地方道路交付金事業金津・三国線工事の実施などから、対前年度比１億２，１１５

万７千円、６．９％の増、議会費においては、報酬改定に伴い、対前年度比２，１５

３万円、１３．９％の増、災害復旧費においては、集中豪雨による被災施設の復旧工

事などから対前年度比２，２７２万９千円、５８８．４％の増となったものの、衛生

費では三国あわら斎苑組合負担金の減などから前年度比５億２，６３５万５千円、３

３．８％の減、商工費では芦原観光会館改修工事の減などから対前年比１億３，７３

９万５千円、２８．４％の減、消防費では嶺北消防組合負担金の減に伴い、４，７２

９万３千円の減、総務費ではケーブルテレビ施設整備事業終了などにより、９，１１

２万７千円の減となっております。 

以上、歳入歳出決算を詳細に審査いたしました結果、今回は、合併３年目というこ

ともあり、事務事業の選択、緊急性の勘案など計画的な取り組みが見受けられるとこ

ろでありますが、今後、総合振興計画や新市建設計画の着手等については厳しい財政

状況を十分に見極め、適正な事務事業の執行に繋がるよう、一層の努力を期待するも

のであります。 

次に、特別会計について申し上げます。１１ページです。 

各会計とも、予算執行には十分努力の跡が見受けられるところでありますが、それ

ぞれ多くの懸案事項を抱えておりますので、所管におかれましてはなお一層の取り組

みをお願いするものであります。 

先ず、国民健康保険特別会計につきましては、歳入決算額２７億８，６７１万９千

円、歳出決算額２７億３，２５７万９千円で、歳入歳出差し引き額は５，４１４万円

となっております。 

歳入の主なものは、国民健康保険税８億６，５３９万７千円、国庫支出金７億３，

９１７万９千円、療養給付費交付金７億３，７８９万８千円、一般会計及び基金から

の繰入金で１億４，５２８万１千円となっており、特に国民健康保険税の収入未済額

は２億４，８４８万８千円で、収納率は７７．３％と前年度と比較し０．４ポイント

低くなっております。現下の厳しい状況の中、収納率の向上に特段の取り組みを望む

ものであります。 

一方、歳出の主なものは、保険給付費１８億６，６３４万９千円、老人保健拠出金

５億７１８万７千円、介護納付金１億５，１７２万７千円となっております。 

なお、保健事業の実施については、一日ドッグ、脳ドッグや各種の健康教室など、

住民の健康づくりに配慮されているところでありますが、今後ともこれらの事業を継

続推進され、医療費の抑制に努められますよう願うものであります。 

次に、老人保健特別会計について申し上げます。 

本会計の歳入決算額は３４億９，４９３万１千円、歳出決算額は３５億３７９万９
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千円で、歳入歳出差し引き額は８８６万８千円のマイナス決算となりますが、これを

平成１９年度会計からの繰り上げ充用を行っております。 

医療費総額は、３８億１，１５７万５千円、対前年度比９６．７％となっているも

のの、恒常的には老人医療費が増加の傾向にあるため、今後とも高齢者の健康維持対

策に取り組まれるとともに、適正受診の指導などきめ細かい努力を願うものでありま

す。 

次に、雲雀ヶ丘寮特別会計について申し上げます。 

本会計の歳入決算額４億１，８９６万１千円、歳出決算額３億８，６２０万６千円

で、歳入歳出差し引き額は３，２７５万５千円となっており、基金現在高は、３億２，

９４７万５千円であります。 

なお、介護老人福祉施設については、近年の要介護老人の増加等を見据え、平成１

９年度に施設整備が計画されておりますが、運営については直営、民営化など所要の

検討を望むものであります。 

次に、公共下水道特別会計について申し上げます。 

本会計の歳入決算額２１億１，９９２万５千円、歳出決算額１８億１１０万９千円

で、歳入歳出差し引き額は３億１，８８１万６千円となっており、翌年度へ繰り越す

べき財源は２７５万４千円、実質収支は３億１，６０６万２千円となっており、単年

度収支は２億９，９２５万９千円の黒字となっており、繰上償還金が８万１千円であ

り、実質単年度収支は、２億９，９３４万円となっております。 

尚、本年度の決算は、平成１９年度から地方公営企業法の財務規定を適用したこと

に伴い、平成１９年３月３１日で打ち切り決算となっております。よって、平成１８

年度に発生した債権、債務に係る未収金又は未払金は、平成１９年度の決算として整

理するものであります。 

本年度の事業としては、補助事業で６億円、単独事業で１億２，０００万円の事業

を実施しており、整備面積は９１０ヘクタールとなり、その進捗率は７６．３％とな

っております。 

なお、歳入において、受益者負担金１，２９６万８千円並びに下水道使用料１億５，

６１５万３千円の収入未済額については、事業の投資効果の観点及び受益者負担の原

則から、これらの収納対策に一層の努力を願うとともに、供用区域内の接続督励など

強力に推進されるよう願うものであります。 

次に、農業集落排水事業特別会計について申し上げます。 

本会計の歳入決算額７，０９９万２千円、歳出決算額６，９５６万２千円で、歳入

歳出差し引き額は、１４３万円となっております。 

地方債現在高は、５億５，２１０万５千円があり、今後の老朽化等も見据え、長期

的な財政の健全化に十分配慮いただきたいと思うものであります。 

次に、モーターボート競走特別会計について申し上げます。 

本会計の歳入決算額は２３億７，８３０万円、歳出決算額は２３億７，７４２万１

千円で、歳入歳出差し引き額は８７万９千円となっております。 
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本市の一日あたりの売上金は、９，４９４万１千円で、対前年度比０．８％の増、

入場者数は２，５９２人で、対前年度比４．８％の増となっており、売上金、入場者

数とも若干の増加でありますが、開催曜日によって売上げが大きく左右されるため、

売上げ減少に歯止めがかかったとは思われず、今後においても、昨今の経済状況等か

らその収益はほとんど見込まれない状況となっております。 

この事業は、全国的に売上額が大きく減少する厳しい状況下にあって、今後とも競

艇事業のイメージアップやイベントの開催など、新規ファンの獲得と既存ファンの定

着を図るほか、今まで以上に経営健全化対策を強力に推進するとともに、長期的視点

における競艇事業のあり方等について、十分なる検討を望むものであります。 

次に、企業会計について申し上げます。 

先ず､水道事業会計につきましては、本年度の有収水量は３８４万６，０３３立方

メートルで、対前年度比０．６％の増で、有収率は８６．０％となっております。 

収益的収支決算において、これを損益計算書から見てみると、総収益８億８，４４

８万７千円に対し、総費用は８億６，９３７万２千円で、差し引き１，５１１万５千

円の純利益となるもので、総収益のうち営業収益は５億９，３８７万２千円となり、

営業外収益は２億９，０６１万６千円で、そのうち一般会計からの補助金２億９００

万円が含まれております。一方、原水及び浄水費は４億６，６０８万５千円、減価償

却費１億８，５５６万１千円、営業外費用である支払利息は１億１，８７７万１千円

となっております。 

特に、経営的には、施設備費等における取得有形固定資産減価償却費、企業債利息

及び県水受水費などの固定的費用が大部分を占めており、営業外収益として一般会計

からの補助金受け入れをしていても相当厳しい内容であることから、今後とも有収率

の向上や受入県水の合理化など長期的展望に立った事業運営に一層の努力をお願い

するものであります。 

次に、工業用水道事業会計につきましては、年間給水量は４３万１，８２２立方メ

ートルで、対前年比５．２％の減となっております。 

損益計算書は１０ページです。損益計算書から見る収益的収支決算において、総収

益１，０２２万２千円に対し、総費用８７４万１千円で、当年度は１４８万１千円の

純利益となっており、経営的には健全性が認められますが、総収益が固定化している

ことから、今後の総費用に係る施設修繕等を視野に入れ、なお一層の経営向上に努め

ていただきたいと思うところであります。 

次に、芦原温泉上水道財産区水道事業会計について申し上げます。 

本年度の有収水量は、１６２万５，２０２立方メートルで、対前年比７．２％の減

で、有収率は９６．１％となっております。 

損益計算書にみる収益的収支決算において、総収益１億５，９５３万４千円に対し、

総費用は１億６，６５０万１千円となり、当年度は６９６万７千円の純損失となりま

した。大きな要因としては、年間給水量の減少等により１，１２１万１千円の減収と

なっております。 
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温泉観光を取り巻く環境が年々悪化する傾向や今後の施設整備等を視点に置き、な

お一層の経営の合理化に努められますよう望むものであります。 

以上、各会計ごとに審査の概要を申し上げましたが、今回の決算審査にあたり、指

摘、要望いたしました事項につきましては、関係者の一層のご努力をお願い申し上げ、

極めて概略的な内容となりましたが、決算審査のご報告といたしたいと思います。 

○議長(山川 豊君) 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長(山川 豊君) 質疑はありませんか。 

(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長(山川 豊君) 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 

ただいま議題となっています、議案第６３号から議案第７２号までの１０議案につ

いては、９人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、委員会に付託の上、閉

会中に審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第６３号から議案第７２号までの１０議案については、９人の委員で

構成する決算審査特別委員会を設置し、委員会に付託して、閉会中に審査することに

決定いたしました。 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 

ただ今設置されました決算審査特別委員会委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により議長において、八木秀雄君、笹原幸信君、山川知一郎君、山口

峰雄君、北島 登君、関山博夫君、向山信博君、坪田正武君、卯目ひろみ君、以上９

名を指名したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名しました諸君を決算審査特別委員会委員に選任することに決

定しました。 

○議長（山川 豊君） 上坂代表監査委員の退席を許可します、ご苦労様でした。 

（上坂代表監査委員 退席） 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 

（午前 10時 13 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

（午前 10時 25 分） 
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諸般の報告を事務局長から申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 議会事務局長。 

〇局長（圓道信雄君） 休憩中の決算審査特別委員会において、正副委員長の互選が行

われました。その結果をご報告いたします。 

決算審査特別委員会委員長に、笹原幸信議員、同副委員長に卯目ひろみ議員、以上

のとおりであります。 

 

 

◎一般質問 

○議長（山川 豊君） 日程第２、これより一般質問を行ないます。 

◇牧田孝男君 

○議長（山川 豊君） 一般質問は、通告順に従い、１３番、牧田孝男君の一般質問を

許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １３番、牧田孝男君。 

○１３番（牧田孝男君） １３番、牧田。通告順に従い、一般質問をさせて頂きます。

質問は中学校の２校存続問題についてであります。 

橋本市長は、今年４月に行われた市長選挙におきまして、金津及び芦原両中学校の

２校存続を公約に掲げて立候補しました、そして当選しました。 

その選挙戦は、２校存続かあるいは統合かに焦点の絞られた、ある意味で住民投票

のような性格、あるいは色合いを帯びたものであり、多くのマスコミの注目を集めた

選挙戦でもありました。結果として、僅差ではあったけれども、橋本氏が当選したわ

けでありまして、これは民意が中学校２校存続にあったということに他ならないと思

っております。 

さて、市長として初めて臨んだ先の議会、いわゆる６月議会本会議での一般質問に

おいて、たくさんの議員諸氏がこの質問台に立ったわけであります。私は議員一人ひ

とりの質問及びそれらに対する市長の答弁をじっくりと聞いておりました。 

総体的な印象を申し上げるならば、２中を存続させることで過大な税負担を住民に

強いることになるのではないかというトーンが共通項として多かったように思って

おります。 

これは裏を返せば、教育環境に限定するならば２中存続が統合よりも良いというこ

とに異論なしという、コンセンサスが既に出来つつあったものではないかと、解釈で

きると思います。 

その時の市長答弁は、２校存続を前提とした財政シミュレーション提示のために、

金津中学校耐震調査を速やかに行なって、判定結果を待ちたいというものであったと

記憶しております。 

そして、先の全員協議会におきまして、速報値ではあるけれどもＣ判定という報告



 

 32 

を我々議員は受けました。改めてこのＣ判定という数値の意味するところを、この本

会議場で述べていただきたいと思うものであります。 

２校存続を公約として掲げた人が市長になった以上、担当課はそれを受けての作業

に入っているはずだし、となれば、これからのスケジュールが焦点となってきます。

フィードバックが大変だという側面があるにしろ、新市建設計画の差し戻しが当面の

課題となるだろうと思います。そして、それに向けての全力投球を望むものでありま

す。 

市長が現在考えている、時間的スケジュール、その目標に向けての時間的スケジュ

ールというのを伺いたいと思います。 

私のところへ電話やメール、ホームページやあるいは街中で、背中を叩かれたりし

て、中学校問題はどうなっているのかとよく聞かれることがあります。これは４月の

市長就任以来、すでに４ケ月以上が経過しているのにその動きが全くないのではない

かという懸念であり、あるいは市民に対する情報発信が不足しているのではないかと

いう意味での不満でもあるというように私は思います。 

いろいろなハードルがあるし、あるいは慎重にならざるを得ない部分もあるでしょ

うが、例えば広報誌などで市民に経過や思いを継続的に述べていくという事が必要で

あると思いますがどうでしょうか。 

以上、おおまか三点について、お聞きしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 牧田議員のご質問にお答えをいたします。 

金津中学校の耐震診断調査については、６月議会に補正予算を計上し、８月下旬に

速報値という形ではありますが、議会全員協議会で報告をさせていただきました。 

診断の速報値は、平成９年の旧金津町時代に行われた体育館の診断結果を含め、金

津中学校の施設は全て、耐震性は劣り、補強を要するものの、緊急度は高くないとの

Ｃ判定でありました。 

具体的には、大地震が発生しても、壁や柱等には被害が生ずるものの、建物自体の

倒壊はないとの判定であり、当面は、生徒の安全に対する不安が払拭され、ひとまず

は安心をしているところであります。 

この結果を受けての今後の芦原、金津両中学校の整備方法及びスケジュールであり

ますが、私の公約であります２校存続を前提に、教育委員会でも協議をしていただく

とともに、今定例会での議員各位の建設的なご意見を参考にしながら、１０月中には

今後の財政計画とともに、市としての方針をお示ししたいと考えております。 

その後、「２校存続にむけての新市建設計画の変更」について、市議会の場でご協

議、ご検討をお願いしたいと考えております。 

最後に、情報発信が不足しているのではないか、というご指摘ですが、私が市長に

就任以来、小学校の耐震診断結果等については、定例記者会見や市広報紙を通して公

表して参りました。 
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中学校についても今後は、広報紙やホームページなどを通して、審議の経過や各種

データなどを市民の皆様に公表し、情報の共有に努めて参りたいと考えておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １３番、牧田孝男君。 

○１３番（牧田孝男君） 答弁ありがとうございました。 

今の答弁の中の情報発信云々の件ですけれども、確かに小学校耐震の診断について

は、結果というのが比較的速やかに市民や住民に伝わったと思います。 

ただ、中学校に関しては結果が出る現在まで、出そうにも出せないというような客

観的情勢があったというわけですし、議会内部にいる我々には、事情がよくわかるわ

けですけれども、しかし、住民、市民の人たちにはそれが見えてこないという現実が

あったと、私は思っております。 

という事で、出せないというか、出しにくいというか、そういう経過そのものを含

めて出すべきではなかったかなと、今思っているわけですけども、また、我々議員も

その事を理解して、自分の立場なりに情報発信に努めていきたいと思ってはおります

が、何分にも市当局というのは大変に大きなメデイア媒体をいろいろ持っております、

たくさん持っております。フルに活用して効果的に発信していっていただきたいとい

う事を申し上げたいと思います。 

先ほどの市長答弁の中で、Ｃ判定についてのおおまかな説明がありました。今回、

判定結果がＣとして出てきたということですが、Ｃというからには判定の程度という

ものがＡもＢも、あるいはＤ以下というのもいろいろなランクがある中でのＣという

事であろうと思います。もしかしたら、そうであったかもしれない、Ａだったらこう

だ、Ｂだったらこうだという全体の図式の中での、もう少し相対的な位置付けという

んですかね、そういう説明をしていただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育部長、平田幸一君。 

○教育部長（平田幸一君） 牧田議員の再度のご質問にお答えいたします。 

耐震診断結果の内容等でございますけども、この耐震診断は建物が震度６強以上の

地震に対しまして、どの程度耐える力を有しているかについて、構造力学上、診断す

るものでございます。 

昭和５６年以前の旧耐震基準により、設計された建物を現在の基準に基づき、検証

するもので、ＩＳ値という形で表しております。それをさらにＩＳ値をわかりやすく、

建物の構造などを考慮いたしまして、ＡからＥの５段階にランク付けを行なっており

ます。 

まず、Ａランクとしては、良好な耐震性を有しまして、大地震に対してもほとんど

被害は受けないということでございます。次にＢランクはある程度の耐震性を有する

わけでございますけども、大地震に被害が出る可能性は若干あるというものでござい

ます。また今回金津中学校の診断結果でございますＣランクにつきましては、耐震性
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は劣るが、柱、梁等にかなりの被害が生ずる事が予想されますけども、緊急度は高く

ないというようなランクでございます。また、Ｄランクは耐震性はかなり劣ると、柱、

壁等に相当な被害が生じ、床落下等の危険もあるために補強を要するという事で、緊

急度は高いというようなランク付けでございます。そしてＥランクは、倒壊等の相当

な被害が予想されるというようなランク付けで、それぞれ５段階の目安になっており

ますので、ご理解を願いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １３番、牧田孝男君。 

○１３番（牧田孝男君） 再度、質問させていただきます。 

今ほどの説明も、そのアバウトな部分というのは一応全協で受けてるわけですけど

も、本会議で答弁していただくことによって、現在の金津中学校のあるいは先ほど市

長答弁にもあった、各々の小学校の建物骨格の状況というのが、市民の皆さんに比較

的おわかりいただけたのではないかなと思います。 

私自身、この歳になるまで、たくさんの構造計算をやってきました。その経験でい

うならば、今回の判定というのもおおよそ予想をしておりました。鉄筋コンクリート

造の学校建物は高層ではありません。比較的、中低層が多いということがあります。 

教室を隔てる間仕切り壁が鉄筋コンクリート製であり、例え耐震壁ではなくても、

雑壁として余剰の耐震効果を持っているものであります。 

現に阪神大震災を含めた、近年打ち続づいている地震において、鉄筋コンクリート

造の学校建物が倒壊した、あるいは破損したという例を、私の知る限りでは聞いてお

りません。 

その意味も含めてひと安心なのですけれども、いずれにしろ、金津中学校の耐震補

強をいつするかという時期的なことをひとまず差し置いても、Ｃ判定というものがベ

ースとして出て来たのですから、Ｃ判定をベースとした財政シミュレーション、勿論、

今現在やっていることとは思いますが、加速度を持ってやっていただけなければなら

ないと思います。 

合併特例債を使用しての、芦原中学校改築の期限にゆとりがなくなってきていると

いう現実があるわけであります。 

先だってある知人から、県に提出した新市建設計画変更を差し戻すということは、

手続きが大変で時間がかかるのではないかと言われたが決してそうではありません。

この件に関しては、当該自治体から県、国への事務的な手続きがあるだけなのであり

ます。これは義務教育の環境整備というものは、各々の自治体に十分な裁量権が与え

られているということの現れあり、要は議決としての新市建設計画変更差し戻し、こ

れが鍵だということになると思います。 

それに向っての市長の後手にならない行政の進め方を求めるものであります。 

その意味で言えば、私は行政側に向って質問をしているのだけれども、この場で聞

いておられる全ての皆さんに訴えたい、理解していただきたい、共感を持っていただ

きたいことでもありますが、現在の芦原中学校が見た目にひどい教育環境であること
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は明らかです。 

仮に中学校の生徒たちが何十年もの間、その場所で生活するのということであれば、

ここしばらくは我慢してくれという意見も説得力を持つでしょう。しかしながら、中

学校生活というのは三年間しかないのであります。 

三年間が全てなのであります。その三年間が人生を通じての思い出の場となること

を考慮するならば、一日も早くいい教育環境を設定することが、行政の大きな大きな

義務ではないかと思う次第であります。 

最初の市長答弁の中に、１０月中には今後の財政計画とともに市としての方針を示

したいというものがありました。それを通過しての、討議しての議会への提出を、例

えば１２月定例議会といわず、敢えて臨時議会を開いてでもという気持ちがあるのか

どうか、極々簡単でいいわけですけども、そこのところをも含めた今後の市長自信が

持っている抱負、思いというものをもう一度お聞きしたいと思います。 

それを持って、私の再再質問としたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

まず最初のご質問の方ですけども、ちょっと戻りますけれども、市長選挙が終って

からの情報発信がちょっと少なかったのではないかというご指摘がありました。 

確かにそういう面もあったかもしれません。ただ、これは度々申し上げております

けれども、中学校の統合に理解を示されていた方々の一番大きな理由というのは、財

政問題であったと思います。従って、その辺をクリアするための財政計画をお示しを

して、ご議論いただきたいと申し上げてまいりました。 

そのような財政計画のベースになるものとして、金津中学校の耐震調査を実施させ

ていただきました。その結果が出ましたのが８月の末でございましたので、これから

ですね、本格的な情報発信もできると思いますし、また、議会の中でもいろいろとご

協議いただきたいと思っております。 

それから金津中学校の耐震結果がＣランクであったという事についての、今後の見

通しということかと思います。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅについての中身につきましては、

先ほど教育部長がお答えした通りでありますけども、今はじめて金津中学校がＣラン

クであったという事が新しい条件として加わったわけであります。 

私の公約を別にすれば、一応選択肢の幅が広がったのかなと思っております。金津

中学校の残し方についての選択肢の幅が広がったというように私は考えております。

ひとつは何もしないでこのまま残すという事も、選択肢としてはあろうと思います。

あるいはこの際ですから、耐震、さらに大改修を加えるという事まで、幅は広がった

のかなと思います。当面、金津中学校の改築という事は、選択肢から外れたのではな

いかなと思っております。 

これらを前提にして、あるいは条件として、今後議会のご議論をいただきたいと思

っております。そのご議論を元にして、理事者としての芦原中学校の改築の仕方、あ
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るいは金津中学校の残し方についての方針を決めさせていただきたいと思っており

ます。その方針に基づいて、財政計画も共にお示しをしたいと思っております。それ

が１０月中にと思っております。 

私は何とか１２月の議会までには結論をいただきたいと思っております。何故なら

ば時間的な制約がございまして、１２月をさらに遅れるという事になりますと、芦原

中学校の改築等々が国の採択の問題もございますので、１年遅れるというように思わ

れます。 

従って、なるべく早く、議員ご指摘のようになるべく早く、子供たちにいい学校環

境を与えたいと思っておりますので、少なくとも、遅くとも、１２月議会までには結

論をいただきたいと思っております。従いまして、それに間に合うような段取りをし

て行きたいと思っております。 

今、１２月議会に突然、議案を出すのではなくて、それ以前に臨時議会を開くつも

りはないのかというお話でございましたけれども、その点も含めて、日程を考えてま

いりたいと思っております。 

 

 

◇山川知一郎君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、４番、山川知一郎君の一般質問を許

可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） ４番、山川です。３つの問題について質問をいたします。 

第一は、先ほどの牧田議員と重なる部分もございますが、中学校建設の問題につい

てでございます。 

中学校２校存続か統合かについて、市民の審判を仰いだ４月の市長選で、２校存続

を公約に掲げた橋本市長が当選されて４ヶ月余が経過しました。２校存続となれば、

金津中学校の耐震診断が不可欠であり、その結果を踏まえてのしっかりした財政見通

しを示す必要があるとの説明は理解いたしますが、選挙後、直ちに２校存続へ向けた

動きが始まるものと期待していた多くの市民は、どうなっているのと苛立ちの声を上

げております。 

改めて言うまでもなく、災害時、住民の避難場所となる金津中学校体育館の大規模

改修と芦原中学校の改築が多くの市民の願いであり、これは、何が何でも一日も早く

実現しなければならないと考えておりますが、小中学校の耐震診断の結果を踏まえて、

これから学校の改築、耐震補強工事等をいつまでに、どのように進めていくのか。 

先ほどの牧田議員の答弁から更に一歩踏み込んでですね、できれば中学校開校まで

の見通し等を示していただければと思います。 

また、この問題について、６月議会で教育委員長に教育委員会の見解を伺いました。

答弁は非常に長い答弁でございましたが、私にとっては納得しがたいものでありまし
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たので、改めて今度は教育長に伺いたいと思います。 

学校建設などの問題は、多額の予算を必要とするものであり、教育委員会だけで決

定できることでないことは十分承知しておりますが、財政問題は別にして、教育的見

地から、大規模校の是非については、しっかりとした判断を示していただく必要があ

ると考えます。そうでなければ、教育委員会の存在意義そのものが問われると考えま

す。 

非常に多くの問題があって、２校に分割した丸岡町の実績等も踏まえて、どのよう

に考えるのか改めて見解を伺いたいと思います。また、教育委員会として、今後この

問題について、どのように議論を進め、いつまでに結論を出すのか、見通しを伺いた

いと思います。 

二つ目の問題は、後期高齢者医療制度についてでございます。 

来年４月からの後期高齢者医療制度導入に向けて、運営主体である広域連合も設立

され、準備が進められておりますが、いろいろ問題点も指摘されております。 

後期高齢者医療制度とは、全国で１，３００万人といわれる７５歳以上の高齢者を

すべて、現在加入している国保や健保から否応なしに脱退をさせて、後期高齢者だけ

の医療保険に組み入れるものであります。 

問題の一つは、保険料の年金天引きです。年金額が月１５，０００円以上の人は、

介護保険料と合わせて天引きされます。現在、息子などの扶養家族となっている高齢

者は、保険料を払っておりませんが、新制度では家族に扶養されている低所得の高齢

者からも漏れなく、強制的に保険料を取り立てようというものであります。 

二つ目の問題は、保険料額の問題です。保険料額は収入によって異なり、今後、都

道府県ごとに条例で決められるとのことでありますが、全国平均で６，２００円にな

ると試算されており、介護保険料と合わせて毎月１万円がわずかの年金から天引きさ

れることになります。しかも、保険料は２年ごとに見直すとなっており、医療給付費

の増加や、高齢者人口の増加等によって、将来的には値上げ確実といわれております。

高齢者にとっては大きな負担増となり、わずかの年金に頼って暮らしている高齢者の

生活を脅かすものとなるものです。 

三つ目の問題は、年金が月１５，０００円未満の低年金者の問題です。政府は後期

高齢者の約２割が月１５，０００円未満の年金としていますが、この人たちは保険料

を天引きではなく、窓口で納付するとなっております。そして、保険料を滞納した場

合は、保険証を取り上げられ、短期保険証、資格証明書に変えられます。 

これまで、後期高齢者には短期証、資格証を発行してはならないと法律で定められ

ていましたが、新制度ではこの条文が削除されてしまっております。年金が月１５，

０００円未満の高齢者から保険証を取り上げることは、命の危機に直結いたします。 

四つ目の問題は、後期高齢者に対して、差別医療の導入が検討されていることであ

ります。現在、診療報酬は、検査を何回したか、注射を何本打ったかなど、医療行為

に応じて報酬を払う出来高払いが基本となっています。ところが、後期高齢者に対し

ては、出来高払いではなく、治療費や入院費に上限を設定する、包括払いにしようと
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いうものです。包括払いになると、上限を超えた分は医療機関の持ち出しとなり、高

齢者は貧しい医療しか受けられない、あるいは病院から追い出される事態となります。 

この他にもいろいろ問題点が指摘されていますが、このような後期高齢者医療制度

は憲法２５条に規定された社会保障の理念からも大きくかけ離れたもので、また、憲

法に規定された平等の原則にも反する恐れがあるのではないかと考えます。元厚生労

働省幹部も姥捨て山政策であると痛烈に批判しております。 

そこで先ず、あわら市の後期高齢者の現状について伺いたいと思います。７５歳以

上の後期高齢者の人口と、その内一人暮らし及び後期高齢者だけの世帯数と人口はど

れだけか、また、年金が月１５，０００円未満及び月５万円未満の人数はどれだけか、

伺います。 

また、県の広域連合の準備状況、保険料額の決定等の進行状況はどうなっているの

か伺いたいと思います。 

私は、高齢者が安心して医療を受けられるよう、抜本的見直しが必要と考えます。

特に、低所得者については保険料を減免する、また保険証の取り上げはしない、さら

に、包括払い制は導入しない等はぜひとも必要と考えますが、市長の見解を伺いたい

と思います。また、これらの点について、広域連合及び国に対して見直しを求めるべ

きと考えますが、この点についても見解を伺いたいと思います。 

３つ目の問題は、芦原温泉上水道財産区区域内の上下水道料金の請求、徴収の一本

化についてでございます。 

芦原温泉上水道財産区区域内の上下水道料金の請求、徴収については、合併後３年

以内に一本化するとなっていたと聞いておりますが、未だに進展が見られません。多

額の下水道料滞納の解決のために、早急な一本化が求められていると考えます。 

財産区域内における、上下水道それぞれの滞納件数、及び滞納金額はどうなってい

るか、また一本化の見通しについて伺いたいと思います。 

以上です。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 山川議員のご質問にお答えをいたします。 

１点目の、小中学校の耐震診断結果を受けて、中学校の２校存続及び耐震工事のス

ケジュールがどのようになるのかとのお尋ねでありますが、先ほどの牧田議員のご質

問にお答えをいたしたとおり、私の公約であります２校存続を前提に、教育委員会で

も協議をしていただくとともに、今定例会での議員各位の建設的なご意見を参考にし

ながら、１０月中には今後の財政計画とともに、市としての方針をお示ししたいと考

えております。 

その後、２校存続に向けての新市建設計画の変更について、市議会の場でご協議、

ご検討をお願いしたいと考えております。 

また、小学校の耐震補強工事については、現在、６小学校の体育館の耐震計画及び

実施設計を行っており、併せて平成２０年度の国の事業採択に向け事務を進めている
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ところであります。また、残りの５小学校の校舎７棟についても、先の６月議会にお

いて採択されました「小学校耐震補強工事の早期完成に関する決議」を重く受け止め、

平成２２年度までに補強工事が完了できるよう努力して参りたいと考えております。 

なお、先ほど申し上げた、今後の財政計画については、両中学校の整備方針と小学

校耐震補強工事の年次計画を含めたもので、お示ししたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

なお、教育委員会としての対応等につきましては、教育長から答弁をしていただき

ます。 

次に、２点目の後期高齢者医療制度についてのご質問でありますが、後期高齢者の

現状としては、８月１日現在の７５歳以上の人口は、４,０１２人で、７５歳以上の

みの世帯が８９４世帯、１,１１８人、その内一人暮らしが６７４人となっておりま

す。また、年金額が月１万５千円未満の方は６７人、月１万５千円以上５万円未満の

方は１,３６６人となっております。 

次に、広域連合の準備状況ですが、保険料の決定については、１１月中旬に予定さ

れている広域連合議会において審議するとのことであります。また、被保険者の皆様

には、今後、新聞、テレビ、広報で制度等の周知をすることになっております。なお、

１０月には県内４ブロックに分け、制度に対する関心や理解を持っていただくため、

連合長および副連合長が後期高齢者から直接、意見、要望をお聞きし、意見交換を行

なう予定になっております。 

また、低所得者に係る保険料減免については、広域連合の条例において、特別の理

由があるものに対し減免等を考えており、所得水準に応じた保険料の軽減措置につい

ても、法律に基づき条例で定めるとのことであります。 

ご承知のとおり、保険料徴収は市で行なうことになりますが、保険料が滞った場合

の取り扱いについては、まず納付相談を行い、分納誓約による短期証の発行を行なう

ことにしており、即座に資格証明書を発行することは考えておりません。 

次に、診療報酬の包括払い制導入については、現在、国において検討中とのことで

あり、内容等は示されておりませんので、答弁は省略をさせていただきます。 

最後に、高齢者が安心して医療を受けることができるよう、広域連合及び国に対し

て、抜本的な見直しを求めるべきとのことでありますが、後期高齢者医療制度は、国

民皆保険を存続するために、超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現

を目指し創設されたものであります。 

私は、基本的には国民皆保険が維持されてこそ、その中で質の良い医療サービスを

安心して受けることができると考えておりますが、国、広域連合において、現在検討

されている部分もあり、不都合等があれば市長会等で要望して参りたいと考えており

ますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

次に、３点目のご質問にお答えいたします。 

平成１８年度、あわら市全体での下水道使用料の収入未済額は、１億５，６１５万

２千円となっております。しかし、この額は、本年度から地方公営企業法の財務規定



 

 40 

を適用するため、３月末日の打ち切り決算となったことから、１１ケ月分の使用料収

入となっております。 

したがいまして、４月に収納いたしました３月調定分の４，２３１万６千円を差し

引いた、１億１，３８３万６千円が実質滞納額であり、滞納者件数は、７１２件とな

っております。この内、財産区区域内の滞納額については、１億６４１万６千円で、

滞納者件数は２９３件となっています。 

なお、７月末時点では、市全体で１億１，９００万円、この内、財産区区域内は、

１億１千万円となっております。 

次に、上下水道料金の請求、徴収の一本化に向けた、事務作業の進展状況と見通し

について申し上げます。 

議員もご承知のとおり、財産区以外の区域においては、上水道料金、下水道使用料

を一本化した納入通知書で納めていただいています。一方、財産区区域内においては、

市および財産区が、それぞれ納入通知書を発行し、収納を行っております。 

このことが、財産区区域内において下水道使用料の滞納額が増加している大きな要

因の一つと考えております。そこで、合併以来、市と財産区が連絡を密にし、財産区

区域内の下水道使用料滞納額の減少方策について、検討、協議を重ねてまいりました。 

昨年度は、財産区に市の下水道使用料の徴収を委託することを検討しておりました。

しかしながら、財産区は、地方自治法の規定に基づく特別地方公共団体であり、財産

区の権限は、自らが所有する財産や施設の管理、処分、廃止のみに限定されておりま

す。すなわち、財産区に係る水道事業のみの権能しか与えられていないため、市の下

水道使用料を徴収することは、地方自治法に抵触することになるとの国、県の見解で

あります。 

このことから、徴収業務の委託は断念し、双方にメリットがある方策として、利便

性、経費の削減等を目的に、お互いの権限を侵さない方法での納付書の一元化方策を

検討中であり、平成２０年４月からの実施を目途に、最後の詰めを行っているところ

であります。 

なお、財産区管理会をはじめ、関係区であります温泉３区長に対して、納付書の一

本化についての説明を行っており、一本化に向けて事務処理を進めていく旨のご理解

はいただいております。 

最後に、下水道使用料の滞納整理について申し上げます。これまでは、事務担当の

みで徴収業務にあたっておりましたが、本年度からは、技術担当も加えた３班体制に

強化したうえで、高額滞納者に対して毎月臨戸徴収を行なうなど、課あげて滞納額の

減少に努めているところであります。 

なお、財産区の上水道料金の滞納状況等につきましては、管理者から答弁をしてい

ただきます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 山川議員の２点目のご質問にお答えをいたします。 
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まず、丸岡中学校の実績を踏まえて、教育的見地からの大規模校の是非についてと

いうお尋ねでありますが、議員ご指摘の丸岡中学校の２校分離につきましては、当時、

既に１，０００名を超える生徒だったことに加え、福井市のベットタウン化に伴い、

更に今後も生徒数が増える見込みの中で、生徒の教育及び学校生活環境を確保するた

めに２校に分離された経緯があります。このことから、単純にあわら市の中学校問題

と比較することは出来ないものと思っております。 

学校は、「確かな学力」、「豊な人間性」そして「健康な身体」をバランスよく培う

場であることは言うまでもありません。 

各学校に与えられた教育環境の中で、メリットを最大限に活用するとともに、デメ

リットをできるだけ解消しながら、確かな教育を実現していくことが重要であると考

えております。 

したがいまして、大規模校であろうが小規模校であろうが、十分教育を行なうこと

は可能であるし、しなければならないというのが、教育委員会としての統一した意見

であります。しかし、理想を追うならば適正規模が最適であります。 

次に、中学校問題に関する今後の教育委員会での議論及び見通しについて、お答え

をいたします。 

４月の市長選挙を受けて、現在、中学校の２校存続とその整備方針について協議会

を開催するなど、検討、協議を進めているところであり、早急に結論を出して参りた

いと考えております。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 芦原温泉上水道財産区管理者、竹田冨九一君。 

○芦原温泉上水道財産区管理者（竹田冨九一君） 山川議員のご質問にお答え申し上げ

ます。 

当財産区の滞納につきましては、１８年度決算、１９年３月末の状況でございます

が、決算では未収金２，０３３万円となっておりますが、このうち、納入期限が来て

いない３月分を差し引いた額７５９万９千円、件数で１５９件が実質の滞納となって

おります。 

尚、７月末時点では、予算に計上の欠損処理を済ませた事もあり、滞納額は３６６

万２千円、２０２件となっております。 

課題となっております滞納処理につきまして、平成１７年１０月より、２千万円を

超えた滞納額の整理と、滞納処理の手順作りに努めてまいったところでございます。 

２年近くの徹底した処理により、７月末の滞納額は、滞納処理を始める前の２，１

９０万円から比べますと、約５分の１以下にまで減ってきており、今年度中にほぼ処

理できる見込みとなってきております。 

また、納付書一本化につきましては、これまで、今ほど申し上げました滞納処理の

手順作りなど、独自の対応をとって参りました。 

今後におきましても、市長の答弁にありましたように、市と慎重に協議しながら、
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財産区という枠の中での制約もありますが、出来うる限り協力して参りたいと考えて

おりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） まず中学校問題について再質問をさせていただきます。 

先ほどもちょっと申し上げましたが、１２月で新市建設計画の再度の変更をして、

できるだけ早く芦原中学校改築を実現したいということでございましたが、その後で

すね、改築完成までにはいろんな手順が当然必要であると思います。設計もしなけれ

ばならいと思いますし、見積もりとかですね、具体的着工に至るまでは、相当の期間

が必要ではないかと。 

たしか芦原中学校を改築するという決定は、平成１１年にたしか決定されたという

ように聞いておりますが、もう既に１０年近くが経過し、完成までには 1０年以上に

なると思いますが、１２月に計画変更が議会で承認されれば、急いでやればですね、

私は２３年４月には開校できるのではないかと思いますが、もしそれがもたつくよう

であれば、更に一年遅れるというようになるのではないかと。 

その当りの完成までのですね、スケジュールについてどのように考えておられるの

か伺いたいということでございます。 

もうひとつは、先ほど牧田議員の質問にもございましたが、この事に付いても、今

後も広報等で説明をして行くということでございましたが、やはりどうしてもですね、

広報等だけでは不足であると、一般の市民にはなかなか充分に伝わってはいないとい

うように思います。 

そういう点では、前に前市長は住民説明会等をやられましたが、方法はともかくと

して、特別のですね、そういう説明の機会を作って、積極的に住民に対する説明をや

るべきではないかというように思いますが、その点についての考えを伺いたいと思い

ます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育部長、平田幸一君。 

○教育部長（平田幸一君） 山川知一郎議員の再度の質問にお答えいたします。 

中学校の改築に関しますスケジュールについてのご質問だと思いますけども、先ほ

どから建築にかかります新市計画、これにつきましては市長も答弁しましたとおり、

１２月頃までに承認をいただければ、その後、実施設計等の事業計画を国の方に出し

まして、事業採択の申請を行ないたいと思っております。 

この事業採択がなるべく早く採択されるよう、我々も一日も早く採択されますよう、

努力いたしたいという考えをもっているところでございます。 

ただ、この事業採択によりまして、２２年開校、また２３年開校というような話し

はここでははっきり申し上げられませんけども、なるべく早く事業採択をいただける

よう、努力いたしまして、中学校の開校に目指したいと思っておりますので、ひとつ

よろしくお願いしたいと思います。 
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また、この建設に係る工法につきましても、工法その他につきましても、委員会と

しても検討させていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 私の方からもお答えをさせていただきたいと思います。 

今ほどは部長が申し上げました通りのスケジュールになろうかと思いますけども、

あくまでもこれは１２月議会頃までに、議会のご承認がいただけるということを前提

としての話しでありますけども、いただければ平成２０年度の事業採択に向けて、最

大の努力をいたしたいと思います。 

それができますれば、今ほど部長も申し上げましたように、この事業というのは概

ね２年間は一般的でありますので、そのような計算をいたしますと、今ほど山川議員

が言われたような頃に、開校ということも可能ではないかと考えております。 

それから、その後の、これから後のいろいろな住民説明についてでありますけども、

もちろん広報誌やあるいは行政チャンネル等を通じ、また、ホームページ等も通じて

広報に務めてまいりたいと思っております。 

それ以外の住民説明会的なものについてはどうかというお尋ねであったかと思い

ますけど、その辺も検討してまいりたいと思っております。 

ただ、この計画といいますのは、これからの中学校、あるいは小学校の整備計画に

ついての市の考え方をご説明をする、そういう説明会になろうかと思います。 

今から、中学校２校がいいのか、統合がいいのかという議論は私はもう終っている、

あるいは住民の審判は下っていると考えておりますので、そのような説明会ではなく

て、あくまでも今後の整備計画についての説明会ということになろうかと思っており

ます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 一日も早い、完成を目指してですね、是非、最大限の努力を

していただきたいと思います。 

時間がございませんので、次の問題に移りたいと思います。 

後期高齢者の問題でございますが、先ほどありましたように、当あわら市において

も、後期高齢者は４，０１２人、年金額がですね月１５，０００円未満の方は６７人、

５万円未満の方は１，３６６人ということでございますが、これらの方々はですね、

特に年金が月１万５千円未満という方が、介護保険料と合わせて、この保険料も払っ

ていくというのは、実際上は私はもう不可能ではないかと考えます。 

是非、これらの人たちには免除、あるいは大幅な軽減というものを求めるものであ

りますが、まだ保険料の額については県の広域連合でも、１１月に決定をするという

ことでございましたが、国が示している保険料のですね、内容、先ほど平均６,２０

０円ということでございましたが、当然、所得によってランクがあると思いますが、

その内容はどういうものであるかということを伺いたいと思います。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民福祉部長、毛利純雄君。 

○市民福祉部長（毛利純雄君） ただ今の山川議員の再度のご質問でございます。 

国が示している保険料ということでございますが、先ほどや山川議員申しましたよ

うに、平均月６,２００円ということで、年に直しますと７万４千円になるわけでご

ざいます。 

これはあくまでも国の平均的な所得がある高齢者の一人当たり標準的なモデルと

いうことで、現在、厚生年金の平均額２０８万円ですか、これを基準として出してい

るそうでございます。 

それで低所得者にはどのようにするのかというようなご質問でございますが、これ

は先ほど市長の答弁にもありましたように、軽減措置を考えておるという所で、一応

国のほうでは三段階といういことで、２割、５割、７割というような軽減措置を考え

ているところでございます。 

そうしますと最低では一人月９００円と、年にしまして１万８００円の額になると

いうような状況でございます。 

尚、国のほうでは今年の秋までに、保険料の基準を示すというように聞いていると

ころでございます。 

以上、ご理解いただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 先ほど市長の答弁では、この後期高齢者医療制度は国民皆保

険制度維持の為に必要だというような答弁でございましたが、もちろん国民皆保険制

度は世界的に見ても非常に優れた日本の制度でございますし、これを維持することは

必要だと思いますが、しかしこれが実質的には今度の制度によって壊される恐れがあ

るというように私は考えております。 

特に医療費が係る後期高齢者に対して、包括払い制、どれだけ入院しても医療機関

には上限を決めて、月何万円以内というようにして、それ以上の給付はしないという

ことになれば、医療機関も持ち出しには限界がございますから、当然、入院を断ると、

病院から追い出されるというような事態も生まれてくると。 

それとですね、非常にこの、今申し上げましたように大きな問題をはらんでいるこ

の医療制度が、もう７ヶ月後ぐらいに実施ということに予定されているわけでござい

ますが、一般の市民にはほとんどこの内容が、現在まだ知らされていないと、まだ内

容もきちんと確定をしていないと、これで実施をするというような非常に大きな問題

があるというように思います。 

私は介護保険の導入の時も、導入してからですね、いろんな問題が生まれて、ころ

ころ内容が変ったという経緯がございますが、そういうことを防ぐためにも、ここは

凍結をしてですね、そして住民の意見を充分によく聞くということが必要ではないか

と。 
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１０月には県内４ブロックで意見を聞く会を持つということですが、保険料もきち

んと決まっていない段階でですね、こういうものを開いても、それは充分に納得でき

るものにはならないと思います。 

是非、その点について広域連合なり、国に対しても強く意見を発信をしていただき

たいなということを申し上げておきます。 

時間がありませんのでちょっと答弁は結構でございます。 

３つめの財産区の上下水道料金の問題ですが、先ほどの答弁にもございましたよう

に、財産区で７月末に水道料金の滞納は２０２件で３６６万円に対して、下水道料金

は１億１千万円、２００何件でしたかね、もっと件数は多かったと思いますが、上水

道料金の滞納に対しては、比較にならない多額の滞納があると、これを解決する為に

はどうしても一本化が必要と考えますが。 

参考までにですね、この滞納者のうち、もっとも高額の滞納者の滞納額はいくらか

ということと、それからこの１億１千万円のうちですね、回収不納と見込まれる金額、

件数はどれくらいかということを伺いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 土木部長、絹谷忠典君。 

○土木部長（絹谷忠典君） 山川議員の再質問にお答えいたします。 

財産区区域内の大口滞納者につきましては、大きな滞納者につきましては３，８０

０万円でございまして、そのうち回収不納額とみられる方につきましては、３，６０

０万円でございます。 

大口滞納者と今後、滞納不納とみられる方につきましては、別人でございますので

よろしくお願い申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） １億１千万円のうち、約３,６００万円が回収不納と見込ま

れると。 

この財産区の中の受益者といいますか、ほとんどは旅館業の方だと思いますが、事

情はある程度理解はいたします。大変、景気が低迷している、来客数も低下している、

そういう中で、中々回収に苦労されるという点も充分理解をしますが、これを解決す

る為にはどうしても、この納付書の一本化ということはかかせない。 

改修不納なものは、できるだけ早く整理をしながらですね、この滞納を一日も早く

解決するように努力をお願いをしたいなと思います。 

その事を申し上げまして、質問を終ります。 

 

 

◇向山信博君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、８番、向山信博君の一般質問を許可

します。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） ８番、市政会の向山でございます。一般質問をさせていただき

ます。 

７月の参議院選挙は、自民党の大敗でした。敗因にはいくつかの要因があると思い

ますが、私は日本人の持つ、熱し安く、冷め易い気質がもろに出た選挙でもあったと

理解をしています。 

年金記載漏れの件にしても、自民党だけの問題ではないし、政治と金の問題にして

も、大臣の失言にしても、党の問題と言うよりは、国会議員その人の資質の問題であ

ると思うからであります。いずれにいたしましても、惨敗は否めない事実でございま

す。時の責任者は、清くけじめをつけるべきだと思いました。これが私の日本人の持

つ、美徳であるというように思うからであります。 

また、昨日から始まった臨時国会でも、初めから混乱が予想されております。どう

か市民の皆様におかれましても、マスコミの報道に一喜一憂するのではなく、自分の

スタンスでこれまでの道徳心をきちっと秘めた、自分の考えで判断をしていただきた

いと願うものでございます。 

一方、あわら市においても、中学校問題で選挙が行われ、首長が変り、早４ヶ月に

なりますが、未だ副市長がおらない状況でございます。こういう事につきましては、

必要がないともいう判断にも取れるのじゃないでしょうか。 

また、新聞を見ておりますと、市長の胸の内にはあるようでございますが、対外的

な行動は積極的にやっておられるように思いますが、内政的にはどうであろうかと心

配もしております。 

何故なら、中学校の建設問題を始め、積極的に素早く取り組まなければならない数

多くの事業がある中で、お付き合いであるような対外活動は控え、内政問題をもっと

積極的に進めるべきであると思うからであります。 

この事が、市長の平生から言っておられます、市民の目線で考え、行動をすること

ではないでしょうか。パフォーマンスだけではなく、積極的な前向きな活動を早くお

願いしたいと思っているところでございます。 

これはただ単に私だけの思いではなく、私の日頃の活動の中で、市民の声も入って

いるということを真摯に受け止めていただきたいと思っているところでございます。 

さて、前置きはこれぐらいにいたしまして、質問に入らせていただきます。 

まず、一つ目の質問でございます。鳥獣害対策についてでございます。 

去年は、えちぜん鉄道沿線、滝地区、そして剱岳地区の後山の北陸自動車道を越え

ての所、また、反対の８号線側の所にもこれまで予想していなかった所に出没をし、

被害や恐怖を与えております。 

今年もまた、またまた予想もしないところに出没をしております。特に北陸自動車

道を越えて、坪江地区の各地区、そしてはたまた細呂木地区の方までも延びてきてい

ると思います。従って、範囲が相当に広くなっております。特にこれらのことにつき
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ましては、畑作には抜本的な対策が余り取れず、市民は精魂込めた野菜の被害に苦し

んでおります。 

また、これまで取り組んできました電気柵の設置や檻の設置、そして捕獲したイノ

シシの処分についても、相当の労力が必要でございます。これらの維持管理に、人、

物、金が相当必要であり、平成１５年には金津東部地区、鳥獣害対策協議会を作り、

対応をしてきたわけでございますが、去年、今年とその範囲が相当広くなってきてい

るのもご承知のとおりでございます。 

ＪＡ花咲ふくいの要請にもありますように、生産農家の窮状を理解すると共に、精

魂込めた野菜が被害に合わないためにも、そして人的被害に繋がらないためにも、ま

た、水稲等の被害を未然に防ぐ為にも、市として計画的な対策が必要であると思いま

すが、市長の真摯なお答えをいただきたいと思います。 

二つ目の質問でございます。広報あわら市の市長コラムについてでございます。 

市長は私共と同じ選挙で選ばれた方でございます。従って、その個人的な考えや、

気持ちを広報に、税金で出してる広報に載せていいのか、また、このような企画を決

めたのは誰なのか、その真意を含めて伺いたいというように思います。 

また、個人の情報を市の広報で出していただく為に、我々や市民の皆様方が、市に

対してこういうように載せろと要望があった時には、どういたすのか。 

私は過去に、各市町村の広報にこのような形で記事が出ているのはかってみた事が

ございません。皆さんは見たことがございますか。 

また、これをシリーズ化している事がなおさら疑問であると思います。少なくとも

市長のアピール効果を狙ったものと判断されても致し方ないと思いますが、いかが考

えでございますか。 

以上で私の一回目の質問を終らせていただきます。市長の真摯な答弁をお願いいた

します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 向山議員のご質問にお答えをいたします。 

そのご質問の出だしのところで、学校建設問題等、急がなければならない課題がた

くさんあるから、一生懸命スピードアップするようにというよな励ましのお言葉をい

ただきまして、私も一生懸命、努力をしてまいりますので、向山議員のご協力も是非、

お願いを申し上げるところであります。 

一つ目の鳥獣害対策についてですが、平成１５年度から剱岳、坪江地区の山際を中

心に進めてまいりました電気柵の設置事業は、平成１８年度をもって全線約４２キロ

が完了いたしました。 

しかしながら、昨年は暖冬で降雪も無かったことが起因してか、冬場の電気柵を撤

去した時期に、イノシシによる畦畔等への被害が多く見られたことや、里山、村里に

おけるイノシシの目撃が相次ぎ、北陸自動車道を越えた笹岡地区を始め、上野や中川

地区からも今年度になって被害の報告を受けております。 
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市といたしましては、被害発生の集落に対して捕獲檻の貸出しを行い、猟友会によ

る監視強化を行なうと共に、平成２０年度の補助事業採択に向け、県に対し被害区域

への電気柵設置の申請を行ったところであります。 

このように、被害区域の拡大が懸念される中、地元では議員ご指摘のとおり抜本的

な対策を要望しております。市といたしましては、今後は「中山間地の直接払い制度」

や「農地・水・環境保全対策事業」を活用した、電気柵から恒久柵への転換指導と、

県への新たな施策支援を要望して参りたいと考えております。 

更には、イノシシの捕獲を中心とした取り組みの強化を図るため、地元猟友会と連

携して対応していきたいと考えております。 

なお、近年ではイノシシの被害の他に、丘陵地の畑作地帯を中心にアライグマやハ

クビシン等の被害が発生しております。これらの小動物については、今年度から、県

の自然保護課において生態系の調査研究を行なうこととしており、その結果を待って、

市としても新たな対策を講じていかなければならないと考えておりますので、併せて、

ご理解賜りますようお願いいたします。 

次に、２つ目のご質問にお答えをいたします。 

市長の個人的な思いを広報に掲載するのは不適切ではないかとのご指摘ですが、こ

のことにお答えする前に、広報とはいかなるものかについて、私なりの考え方を述べ

させていただきます。 

市町村が広報活動を行なう目的は、行政の施策や計画、意向、行事あるいは報告な

どの情報を、効果的に住民に伝達することにあります。これを実現する媒体としては、

広報紙やインターネットのほか、新聞、テレビなどの民間報道機関があり、情報の性

質や即時性の有無等を勘案したうえで、最も適した広報媒体を選択することになりま

す。さらには、その結果として、受け手側である住民との間に信頼関係を築くことこ

そが、広報に求められる使命であると考えております。 

また、広報における首長の役割ですが、民間報道機関との関わりで申し上げますと、

記者会見や個別取材、インタビューを受けることにより、当該自治体を代表して施策

等を発表するということでありますが、受け手側との信頼関係を築くという意味では、

多くの人々が興味を抱くことに対し、より分かりやすく表現することが重要であり、

そのためには、首長は最高の広報マンであり、トップセールスマンであることが期待

されているのであろうと思っています。これに関しては、宮崎県の東国原知事を引き

合いに出すまでもなく、首長の技量が問われているところでもあります。 

さて、市長の思いを広報に掲載することについてのご質問ですが、私が広報あわら

のコラム欄に掲載している内容は、私個人のアピールあるいは宣伝を目的としている

ものではないことを、まず申し上げておきます。 

私のコラム欄を設けましたのは、本年７月号からでありますが、このコラム欄は、

市民と行政との関わりや市政の重要課題を、市民の皆さまにより分かりやすくお伝え

することが目的であり、タイトルの「気まま？よもやま？ありのまま？」につきまし

ては、いろいろな話題を、あるがままに表していこうという意味合いであります。 
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広報を通じて市民の皆さんとの信頼関係を構築するためには、市政に対する私の思

いを率直にお伝えすることが重要であり、私自身が広報マンとしての先頭に立ち、今

後とも、積極的な情報提供に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜り

ますようお願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） 始めに市長が内政的に積極的にやるためにも、向山の積極的な

支援をお願いしたいというお話がありましたけれども、私は市長が変れば市長の方針

通り、物事がやられるということは、議会が無くてもいんじゃないかというような気

持ちの表れかなと思います。 

市長が変って、市長の策を必ずや施策として、事業としてかなえることができれば、

それは我々市民の付託者として、議員はいらないということに繋がるかと思います。

ただ私は、その他の議論はしなくていいのですが、私は市長とは前々から、是々非々

で議論して行きたい、従って私の思うのは、とにかく財政シミュレーションを早く出

していただき、これをきちっとテーマとして将来について議論して行きたいという思

いで言ったつもりでございますので、ご理解をお願いしたい。まずもって、言ってお

きたいと思います。 

鳥獣害対策でありますけれども、いろいろと市当局には、県の支援を含めてですね、

やっていただいております。ただ、これだけ災害が広範囲になりますと、特に東部地

区の鳥獣害対策協議会での対策を、いくら一生懸命がんばっても、非常に難しいとこ

ろもございますし、また、一般家庭の畑作の方にも迷惑がかかっております。 

聞くところによりますと、先週ですか、金津のですね、農協へ供出する米がですね、

その被害にあった米が出てきてですね、カントリーで不採用になったという話しも聞

いておりますし、被害は拡大をしているということでございますので、先ほど市長が

言いましたように、抜本的対策、計画を作ってですね、きちんと対応をしていただき

たいと、ましてや聞いておりますと、８号線で夜、会社から帰る時ですね、前にイノ

シシがびゅうっと走って、思わずブレーキを踏んでということなど、人的被害が出た

ら困りますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

この件につきましては、これで終りたいと思います。 

二つ目の質問でございますが、市長コラムについて、もちろん市長がそのことを言

ってることは理解できますが、私がいいたいのは、７月、８月に載りました、例えば

ガチンコ対決とか、学校の終戦時のですね、学校の思いとか、これはあくまでも橋本

達也自身の思いであって、市長の公的な思いではないと思うんですよね。 

私が言いたいのは、これは市民の税金で作って市民に広報を出している機関紙でご

ざいますから、これについて市長はもちろんトップセールスされても結構です、それ

は結構ですが、市長だけがいい事かどうか、我々議会としても、だったらこういうよ

うな考えがあるから、載せてくれといったら載せてくれるのかどうか、こんなことも

含めてですね、やらないと、従って私が先ほど言ったのは、過去に各市町村で市長の
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そういうトップの方のですね、そういう事があったかどうかを確認して頂きたいとい

うような話しをしたわけですから、その辺についてもう一度お伺いをしたいと思いま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 最後の方のコラムのお話ですけども、お隣の坂井市の広報にも、

坂本市長のコラムございますし、反対側の隣の加賀市の広報誌にも大坂市長のコラム

がございます。 

私もそれを何点か見させていただきまして、もう少し砕けたといいますか、わかり

やすい方が市民の皆様にもいいかなという思いで、それも参考にしてやらせていただ

いて、書かせていただいております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） この件につきましてはね、姿勢を聞いただけでですね、どうせ

こうせというような気持ちはございません。ただ、きちんと読ませていただいて、他

所との比較をしながら、今後もきちんと精査をさせていただくということをお願いし

ておきたいと思います。 

終わりになりますけども、前もって前段で言いましたように、市長には大変忙しい

日々が過ぎていると思います。ましてや４ヶ月も副市長がおらないという状況でござ

いますので、この事も合わせて今後、あわら市民も心配しております。きちんと早期

決断していただいて、副市長を決める、それから学校問題もすぐ議論できるような、

財政シミュレーションを示していただいて、いち早く議論することをお願い申し上げ

まして、私の質問を終らせていただきます。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をいたします。１時から開会をいたします。 

（午前 11時 52 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に続きまして、一般質問を始めます。 

 

（午後 1時 00 分） 

 

◇大下重一君 

○議長（山川 豊君） 通告順に従い、３番、大下重一君の一般質問を許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ３番、大下重一君。 

○３番（大下重一君） それでは通告順にしたがいまして、私の方から質問をさせてい

ただきます。 

先日の福井新聞の方に、道州制のあり方を探るという事で、金沢ですか、北陸の未

来と道州制を考えるシンポジウムというものが開かれるという記事がありました。 



 

 51 

その中で、増田寛也道州制担当大臣が道州制は地方分権改革の総仕上げであり、究

極の構造改革であるというような挨拶があったという事なんですが、道州制を含めて

地域再編というのは、これからも各自治体にとって逃れる事ができない大きなテーマ

ではなかろうかと思いますし、当然、この問題というのは大いなる影の部分といいま

すか、デメリットも存在するわけで、難しい議論になるという事は想像をいたすとこ

ろです。 

でも、それを超えてでも、議会人として市民の立場に立って、市民の未来にわたる

幸せとはどういう事なのかという事に立脚すれば、今、この段階であえて市長に質問

をさせて頂かねばならないというように思った次第であります。 

市長は今回の選挙で、時代を読めば、今に止まる事はできないと、第二の合併を視

野にを公約のひとつに掲げました。そしてその具体的取り組みとして、合併特例法を

梃子にした上からの合併ではなく、自分達の生活圏と地域社会をどう捉えるかという、

下からの議論を市民の皆さんとやりたいとの考えを示しました。 

私は次なる合併に向けては、速やかにその準備を始めるべきだと考えます。それは

合併後まだ４年目だと言えども、あわら市の現状と今後の予測をすると、合併本来の

目的、つまり財政基盤の強化がどの辺まで充実したものになるかという事を考える時、

疑問を持たざるを得ないという所からです。 

そしてそれならば合併の相手はといえば、私は坂井市が最適であると考えておりま

す。坂井郡の６町時代、地理的一体感の中、官民とも各分野にわたり連携、協力関係

があったにも係わらず、この地域をあわら市と坂井市で二分する形になった事は、一

時的な経過としか思えず、到底将来に渡るものとは考えられません。 

旧６町がひとつになり、自治体として機能する事と二つの市に分かれ、ライバル関

係になるのとでは、この地域の未来に雲泥の差をもたらすものと考えます。 

当あわら市は規模では３倍のスケールを有し、しかも同様の特質を持つ坂井市を相

手に、都市間競争をするというのか、それとも坂井市の一本化を目指すべきなのか、

住民の幸せの補償は自治体基盤の確立であるとするなら、これを市の最大使命として

坂井市との合併を視野に入れた行政運営というものを行なう時期であろうかと考え

ます。 

そこで、第二の合併を視野にと公約を掲げられた橋本市長に、市民との対話をいつ

頃から、どのような形でお始めになろうと考えているのか、そしてまた、次なる合併

の枠組みとしては、どういう思いがお有りになるのかをご質問をいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 大下議員のご質問にお答えをいたします。 

第２の合併に対する私の考え方につきましては、選挙期間中の公約や選挙後の施政

方針などで申し上げ、また、先の６月定例会で石田議員の一般質問にもお答えしたと

おりであります。 

すなわち、近隣自治体と共有する歴史、文化、地理的一体性といった主にメンタル
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な面からの視点に加え、行財政基盤の強化といった自治体経営の視点に立った場合に、

これからのあわら市にとっては、合併を視野に入れた市政運営が必要であると考える

次第であります。 

そのためには、ご指摘いただいたように、市民の皆さんに、新たな合併に関する議

論を尽くしていただき、そのご意見やお考えを十分にお聞きするとともに、市として

の説明責任を果すための機会や場を設けることが必要となります。 

現在、市では、行政区や地区区長会、市民グループなどを対象に、「市長お出かけ

トーク」「市長と語る会」「市政懇談会」などを開催して、私や市の担当部局との対話

の機会を設けておりますが、これらの機会を活用して参りたいと考えております。 

こうした取り組みを通して、市民の皆さんの中から、第２の合併に向けた気運や動

きが生まれてくれば、市としてもこれを背景に、その実現に努力したいと考えるもの

です。 

そのための取り組みをいつ頃から始めるのか、とのご質問ですが、現在のあわら市

には、芦原、金津両中学校の改築、改修の問題をはじめ、財政基盤の確立、強化とい

った多くの課題が山積いたしております。ただいま申し上げましたように、第２の合

併を検討することももちろん重要でありますが、あわら市としては、まずは当面する

これらの課題を解決することが肝要であります。 

このため、第２の合併を進めるための取り組みを始めるには、少なくとも中学校に

関する課題の解決策がある程度見えてくる必要があると考えております。むしろ、こ

うした課題を抱えたまま次の合併を急ぐことは、自治体としての責任放棄であり、相

手先の自治体に対しても礼を失することとなるのではないかと考える次第です。 

次に、合併の枠組みとして、議員は、地理的、歴史的にも一体感のある坂井市との

合併をあげられておりますが、おそらく市民の皆さんも、坂井市との合併が一番イメ

ージしやすいのではないかと思います。 

しかしながら、これも先の６月定例会で石田議員にお答えしたように、国が更なる

市町村の再編と道州制の導入を推し進めている現在において、新たな枠組みについて

は、そのゆくえを見極めながら考えていく必要があります。 

したがいまして、第２の合併が、旧坂井郡を単位としたものになるのか、福井市を

加えた中核市を目指すものなのか、更には県境をも越えた合併になるのか、現段階に

おいて明らかにすることは、差し控えさせていただきたいと思います。 

なお、議員は、現在の坂井市をライバル、そして都市間競争の相手として位置付け、

合併が実現しない場合の危機意識をお持ちのようですが、私は、同市はあわら市とと

もに手を携え、切磋琢磨し、この福井県をよりよい郷土としていくための仲間である

とも考えておりますので、申し添えます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ３番、大下重一君。 

○３番（大下重一君） ご答弁をいただきました、現在のあわら市の抱えている大きな

課題として中学校問題があるというようなお話、それに一段落をつけた段階で地域再
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編については、住民の皆さんの気運とともにというようなお話であったかと思うんで

すが、市長の公約の中に現在のこのあわら市ができるまでの合併の経緯が、合併特例

法を梃子にした上からの合併というような捉え方をされていたと思っていますし、実

は私もこのあわら市の合併の経緯に至っては、市民でありましたけれども、どういっ

た経緯を踏まえて合併に至ったのかについては、大変不透明な部分があった、よって

両町の市民が合いこぞって、このあわら市として盛り上げていこうという気運があっ

たかといえば、どうもそれも今ひとつであったような気がしてならないんですね。 

ですから、今、なるほど当面のあわら市の抱える行政課題は山積しておりますので、

優先順位もあろうかと思うんですが、ただその場になって急に慌てて地域再編という

事をテーマに出してきて、果たして次なる合併が実になるものに出きるかという事も、

これもひとつ考えておかなければならない事ではないかなと思いますので、現状の認

識、現状の市民の皆さんの思いはどういった所にあるかという事を、改めてここでご

披露させていただきながら、その事を踏まえてまた市長の考えをお聞きしたいと思う

んですが、先般、福井新聞に平成の市町村合併に関する世論調査というのがありまし

た。 

平成の合併が一段落したという事でやった調査かと思うんですが、なんと合併した

１０市町の内、悪くなったが良くなったを上回ったのは７市町になると。悪くなった

との回答を得た一番の上位は南越前町で５７．８パーセント、あわら市もなんと５１．

８パーセントと過半数を超えたというような記事がありました。 

私は個人的にも納得できる結果かなと思っています。残念な事なんですが、金がな

いから金津町、芦原町が単町でやっていけないんだといって合併をしたと、そしてあ

わら市を作りましたが、あわら市になってから最初に出てきたメッセージがやっぱり

金がないから二つの学校を一つにしなきゃならないんだって話が出てきた。 

合併とは一体何なのかという、合併して早速出てきたのが金津中学校を壊すという

話になった。市民の皆さんのそれは単純かもわかりませんが、単純でも真をつく、本

当の所を捉えるという事が、市民の方、充分メッセージとして出すんですけども、そ

こで市民の不審、不満というのが爆発するのが当然だと認識して、この福井新聞の結

果が出たように思いますし、市民の皆さんも合併、合併とこのところしばらく大いに

言われてきてますので、合併の意味とはどういう事なのかについては、当然、その自

治体規模の拡大によってスケールメリットを出そうと、合理化、効率化を出して、財

政基盤の強化を図るという事が狙いなんだという事は、おおよそ市民の皆さんはわか

ってきている段階で、この坂井郡を二分したこの両市のあり方については、大変不可

思議な現象として捉えていますし、坂井郡６町がひとつの市になるという事は、皆さ

んが大いに希望している事というように私は認識しています。 

現在、行政問題として抱えている、例えば新幹線問題があります。これは今後とも

しっかり議論をする話になろうかと思いますが、でも大変大きな問題になるだろうと

考えます。ですから、誘致をするならば、いかに有効な活用ができるのか、まちづく

りの起爆剤として、費用対効果の議論を十二分にやり、いかに市民共々納得できる事
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業にできるのかという事がテーマになれば、普通に考えればこれは坂井郡がひとつに

なって、坂井市という形で、もし言わせてもらおうとするならば、新幹線誘致に取り

組むという事になれば、このあわら市が新幹線駅の誘致を考える事よりは、数段利便

性、効果、費用対効果から見ても１２万６千人の市が新幹線誘致に取り組むとなれば、

財政力の格段のスケールアップにより、市民ひとりの負担率が全く違うという事も明

らかだろうと思います。 

そしてまた、企業誘致で５億円の補助金の制度というのを前松木市長の時に制度と

して確立しましたが、前市長の言葉に坂井市と対抗せざるを得ないため、同程度の優

遇制度を設けざるを得なかったというような話がありましたが、これとて元々あわら

市と坂井市では財政基盤が基本的に違うところを、それをわかっていながら同程度の

企業誘致の補助金を出すという事であれば、これもこの誘致合戦に入ればですね、財

政基盤の弱いあわら市にとったら無理がかかる事は、誰が考えても明らかな事だろう

と思います。 

このあわら市に坂井市にはない格別に秀でた環境とか条件があるならいざ知らず、

ほぼ坂井郡として似通った条件の６町がここのこぞってあった地域ですので、二地域

が競い合えば、どちらかというとここに進出を画策する企業側のペースで企業誘致と

いうものが進まざるを得ないんではなかろうかと。 

それなら坂井地域がひとつの市になって取り組む、その企業誘致の方が自治体、こ

ちら側の自治体のペースで交渉を運べる事になって、しかも６町全部を見渡した提案、

企業誘致環境の提案ができるものと思いますし、その方が効果的であろうと考えます。 

よってどう考えても、坂井郡を二分した形というのは、やはり理にかなってはいな

いと言わざるを得ません。また、先般、金津・三国線の道路の完成がほぼ身近に迫り

ましたけれども、現在の１．５キロより先、つまり三国までの計画が具体化できてい

ないように実はお聞きをしておりますが、これは金津・三国線と銘打っている道路で

すので、当然、三国まで繋げられて初めて機能する道路だというように認識するのが

当たり前です。 

そこで、あわら市より先、三国までの連携が企画、計画が具体化していないという

事であれば、まさにお粗末な話であって、この適切な投資であったのか、市民の納得

を得られるものかというのは大いに疑問がある話です。よってこれは、坂井郡が二市

に分かれたために、起き得たひとつの象徴的なライフライン整備の弊害ではないかと

いうように認識を私はします。 

この道路というのは本来、坂井郡がひとつの市になって初めて坂井地域の道路整備

網として、この計画が上るべき性質のものではなかったか、よって二つの市に分かれ

てそれぞれが独自のまちづくりをですね、今後始めるという事は、このような新たな

無駄というものを生み出す事もありえるという事をしっかり認識をして、今後の両市

そのものが歩み寄ってもらわねばならないという事になりますし、どう見ても二つの

市がひとつになるというのは、やはり合理的であろうというように考えざるを得ませ

ん。 
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実は私、この合併に関しては、去年の９月にも前松木市長に質問させてもらったの

ですが、その時も実は去年４月２９日ですかね、報道番組で坂井市の市長、坂本市長

が、実はトーク番組でしたが、新幹線の整備事業について前松木市長が坂井市の方に

も協力していただきたいと申し上げたところ、坂本市長はだから両市は一体化した方

がいいんだというような話もその時言われておりますし、別な話の流れの中では、解

説員の方が坂井郡の一本化が速やかに進めるべきではないでしょうかねというよう

な問い掛けに対して、坂本市長はこれはあわら市さんにお願いをしたいんですという

ような事も言ったのを、私は番組で聞いております。 

よってこれらの事を総合しますとですね、市民の意識といい、今後のあわら市の展

望といいですね、お隣の坂井市長のお考えの一端をお聞きするという事を合わせもっ

てすれば、市民の間にも次なる広域合併への期待感といいますか、動きというものが

定理の中ではひとつの土壌としてできているようにも思いますし、先ほど言いました

いろんなあわら市の行政課題をクリアして行くと同時に、今、国レベルでの道州制を

含めて地域再編が始まる、その時にこのあわら市、この地域がですね、上の道州制の

枠組みがいかようになろうとも、きちっとした足腰のしっかりとした地方を作る為に、

その準備は密かなりとも始めておくべきだろうと考えるわけです。 

政治行政の目指すべきは住民の幸せを将来に渡り、どう補償するかという事であれ

ば、この一点に立脚をして、いろんな痛みを超えて、何とかその速やかな準備を始め

るようにお願いを申し上げるわけですが、重ねての市長の答弁を求めたいのですけど

も、今度の公約は任期中での、任期中の公約として視野にというようなお言葉を掲げ

られましたので、この２０年度中に何らかのアクションを、区長会等いろんな所での

言動もあろうかと思いますけども、もう少しひとつのロードマップに乗っ取った形の

ものを、この任期中のいつかで、ひとつ発信をしていただけないかなと思うんですが、

ご所見がありましたらお聞かせ願えればと思います。 

｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今ほどの再質問をお伺いしておりまして、時系列に添って将来

を見通した事と、後、地域的な広がりの中でこの問題を捉えておられると、そのご指

摘は大変納得させられる事でございました。 

私も大下議員の言われているような事には、基本的に納得できる事も多々ございま

す。充分これから議員のご意見を参考にしながら、今後進めてまいりたいと思ってお

ります。 

先ほどの合併の経緯でありますけども、当時私も議員として携わっておりました。

いろいろ紆余曲折はあったわけですけども、最初は６町合併、それが難しくなって３

町合併ではどうかと、いろいろ経緯がありましたけれども、最終的には金津、芦原の

２町の合併に落ち着いたわけであります。 

特に最後の所の３町の話から、２町に話が収まっていく過程におきましては私もか

なり、深く係わっていた記憶がございまして、その記憶の中では、あの時こうだった
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らこうはならなかったのではないかなと思われる事も確かにありました。 

しかしながら、最終的にはお互いに金津町の議会も、芦原町の議会も自信を持って

両町の合併を決めたという事であったと思いますし、その事については私は間違いで

は決してなかったと、最良の選択であったというように私は今でも思っております。 

これからの問題ですけども、合併をした場合に、広域化した事によってのメリット

というのは、今議員ご指摘のような、例えば新幹線の問題だとか、金津・三国線の問

題だとか、そういう事は確かに得られるわけです。 

逆に合併した事によって、地域色が薄まるという事に対する住民の不安感というの

も当然出てまいります。例えば今回の中学校の問題も一部分にはそれがあったのでは

ないかなと考えております。 

やはり合併が進みますと、広域化する事によっての市民のメリットと逆に広域化す

る事によって失われる地域社会の帰属意識といいますか、地域意識といいますか、こ

ういうものをやっぱり大事にしていかないといけないのかな考えているところであ

ります。 

議員は今ほど、次の合併に向けての密やかな準備でもすべきではないかというよう

な表現をされましたが、私は密やかなといいますか、それは表に出してといいますか、

広く市民の活発な議論を待ちたいと思っております。 

何度も申し上げておりますけども、今回はいわゆる合併特例法の飴の部分が基本的

にありませんので、そういう中での合併の議論となりますと、これは逆に言えば私は

市民一人ひとりにとって、自分達の地域社会はどの辺なんだという帰属意識といいま

すか、その辺に単を発して、自分達の将来の幸せの為にはこの辺の括りがいいのでは

ないかというような、本質的な議論が生まれてくる可能性があると私は思っておりま

して、そこに期待もいたしております。 

従いまして、行政の側からだいたい今度はいつぐらいの時点で、どこを合併の相手

方として考えるというような事は、仮に心の中にあったとしても当面は出すべきでは

ないと、あくまでもこれは市民の皆さん方の自主的な議論の中に、次の合併に向けて

の端緒を見出していくべきだろうと思っております。 

ただ少なくとも行政としてはそのような機会作りといいますか、きっかけ作りとい

いますか、そういうものはやはり折々機会を捉えて、作っていかなければいけないの

かなと考えております。 

そういう事で、答弁に代えさせていただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ３番、大下重一君。 

○３番（大下重一君） それではひとつの資料をご紹介をいたしまして、私の質問を終

りたいと思うんですが、実は国立社会保障人口問題研究所の出した資料です。これは

担当課の方であれば、そこそこの定評のある機関だろうと思うのですが、日本の地区

町村別将来推計人口というのを表しています。 

これは２０３０年の人口を予測しているもので、作成された年度がこの調査の結果
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を公表した年月が平成１５年の１２月というものですが、これは合併の前の資料です

ので、新自治体ごと実はまとめてみて、９市８町で、すなわち福井県全体ではどうな

のか、９市８町の人口推移は２０３０年ではどうなのかを、実は計算をしてみました。 

福井県全体ではおよそ１０万人減少するんですね。ところが福井県で増加する自治

体が二つあります。ひとつは越前市で２０００年から３,５００人ほど増えて、約９

１,２００人になるというような形になります。じゃあもうひとつはどこかと言いま

すと、実は坂井市なんですね。６,３００人ほど増えて、約９７,５００人になるとの

予測を実は出しているんです。 

じゃあこのご当地あわら市はどうかと言いますと、４,２００人ほど減少で、約２

８,０００人の人口になるという見込みですが、ここでですね、両市を併せる、いわ

ゆる坂井郡を一地域として見ますと、なんとこの両市を併せて坂井地域とくくれば、

２,０００人ほどの増加になるというような事になるわけです。 

従って私は、この坂井地域というのは、ここは福井県では大変ホットな活力を持ち

続ける地域になる可能性をしっかり持っているんではないか、道州制で上の枠組みは

どうなるかわかりませんけれども、後々福井県をリードする、それくらいの地域にな

る可能性も秘めているのではなかろうかというように、気持ちを躍らせてしまいます。 

こんなデータもあったという事をここでご紹介をさせていただきまして、大変行政

課題の多い中、学校問題も市民の判断は下りました。速やかにこれを進めて次なる行

政課題も山積しております。どうか市長の叡智、英断にしっかり期待をさせていただ

きますので、ひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。 

これで終ります。 

 

 

◇八木秀雄君 

○議長（山川 豊君） 続いて通告順に従い、１番、八木秀雄君の一般質問を許可しま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） １番、八木、通告順に従い質問をさせていただきます。 

まず最初に、市民からのメッセージを発表させていただきます。 

本年４月２２日にあわら市市長選挙で、市民の判断が下りました。選挙の争点は唯

一の芦原中学校、金津中学校、２校を存続させるか、それとも統合なのか、両町合併

の際、合併協議会の合意事項である芦原中学校改築、金津中学校改修を行なうのか、

それとも統合中学校を建設するのか、その事で市民の判断を仰いだのです。 

市民は芦原中学校、金津中学校の存続を求め、芦原中学校を改築、金津中学校改修

を速やかに行なう事を求めました。市民の判断が下ったのです。そうであるなら、速

やかに市民の願いを実現するのが新市長の最大の責任ではないでしょうか。 

芦原中学校は老朽化が著しく、勉強をする環境としては、総意としては言えません。
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金津中学校体育館も同様です。芦原中学校を早急に改築する事は、旧芦原町民の悲願

であり、金津中学校体育館改修は、旧金津町民の願いであります。 

市民の判断が下り、橋本さんが新市長に選出されたのです。橋本さんの公約が支持

されたのです。それなら公約実現のため、最大の努力をするのが市民への責務であろ

うと、私は思います。 

統合中学校を支持された議員、財政運営を不安に抱く市民の方にも理解を得るよう

に務めたいと言われている、その通りですが、同時に市長として強い決意を表明する

事も大切だと思います。 

多くの市民から、中学校問題はどうなっている、市長選で結論が出たのにどうして

話が進まないのか、と質問を受けます。極めて当然な気持ちです。市長選、市民の判

断が下って４ヶ月が過ぎました。市民の切なる実現の為に、計画をスピードアップし

て欲しいと市民の率直な気持ちです。 

それでは、３つの質問をさせていただきます。 

まず、ひとつの問題、市民は芦原中学校、金津中学校の２校存続を選挙によって明

確に選択されました。各部署も一致協力して芦原中学校を改築、金津中学校体育館改

修の速やかな実施計画を進めるべきだと思います。 

二つ目の問題、財政計画について、金津中学校の耐震診断について、校舎、体育館

と共にＣランクだったという中間報告が公表されました。それを元にした財政計画を

速やかに市民に公表すべきだと思いますが、どうですか。 

三つ目の問題、教育に取り組む市長の姿勢、教育は人材育成、将来の市の為に行政

の最優先に取り組む課題だと思いますがどうか。 

以上の三つです。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 八木議員のご質問にお答えします。 

中学校の施設整備につきましては、私の公約であります「２校存続」を前提に、各

部署において諸準備を進めているところであり、先ほど、牧田議員や山川議員へのご

答弁の中でも申し上げましたように、金津中学校の耐震診断結果を踏まえた、今定例

会での各議員のご意見や教育委員会での協議結果を参考にしながら、市としての中学

校整備方針を含めた財政計画を早期に作成し、１０月中にお示ししたいと考えており

ます。 

そして、市民の皆様や議員各位のご理解のもと、新市建設計画の変更議案の提出や

所要の予算措置などの手続きに入りたいと考えております。 

次に、教育に取り組む私の姿勢についてのご質問でありますが、議員ご指摘のとお

り、次世代を担う子どもたちの教育は、人づくり、まちづくり、そして国づくりの基

本だと考えております。 

未来のあわら市を支える子どもたちの教育は、有名な「米百俵の精神」のたとえを

出すまでもなく、百年の計に立った揺るぎない信念と明確なビジョンの下に進めなけ
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ればならないもので、市長として、今後とも教育委員会と十分な連携を取りながら、

積極的に教育行政に取り組んで参りたいと考えておりますので、議員各位のご支援、

ご協力をお願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） それでは、一つ目の問題ですけども、市長は今、この計画を進

めるために、各議員の意見とか、そして教育委員会で協議しながら、中学校の整備方

針を作るという具合にお答えをしていただきました。 

当然ながらの事ですし、市長選において民意が決定しましたので、早々に先ほど牧

田議員も山川知一郎議員も言いましたけど、早々に計画を建ててやっていただきたい

と思いますので、その辺もう一度、質問は重なるとは思いますけど、その決意の程を

よろしくお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） たまたま同様の質問が重なりましたので、二番煎じのような答

弁になって恐縮でございますが、とにかく金津中学校の耐震結果がＣランクであった

事が新しく出てきた条件であります。 

これを前提にして、金津中学校の残し方を含めた、今後の学校の整備計画について、

今定例会を通じて、議員の皆様方のいろんなご意見を伺いたいと思っております。 

そのようなご意見を元にいたしまして、早急に市としての整備方針を確定をいたし

ます。また、その確定いたしました整備方針を元にした財政計画を決定をさせていた

だいて、なるべく早く、１０月中にと申し上げておりますけれども、同じ１０月でも

なるべく早く議会の方にお示しをしたいと思っておりますし、それと同時に市民の皆

様にも市としての考え方をお知らせをして行きたいと思っておりますので、そのよう

にご理解いただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） 学校が２校存続するという事で、市長はそれに基づいて、芦原

中学校の改築、金津中学校の体育館の改修と言う事で今、行っているんですけど、ど

うも市民の皆様に聞くと、先ほど私が言いましたように、市民からのメッセージにも

ありましたけれど、どうもその市長はケーブルテレビとか、それから広報誌とか、そ

れからいろんなそういう情報を持ってお伝えしているという具合に言われましたけ

ど、どうもまだ市民の方に正確でわかりやすく、市長が言いましたように正確でわか

りやすく、そういう事がまだ伝わっていないのではないかと、そして是非、やはり対

話、市長は先ほど牧田議員の中に検討させていただきますという事を言われましたけ

ど、やはり自分の考えを、決まった事を堂々と、やはり市民の方に不安にならないよ

うに、市長が私はこうですと言う事を、是非対話というものを使って、もっと幅広く

説明責任をしていただきたいと思いますので、その辺、どう思われますか。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 選挙以来ですね、この学校問題について市民向けの情報提供が

少なかったのではないかというご指摘だと思います。先ほどのご質問にもありました

けれども、確かにそういう点もあったかと思います。 

ただ、これだけ大きな問題になって、それが原因で選挙まで行われたわけです。そ

れほど大変な事であったわけです。従いまして私がたまたま当選させていただいたか

らといって、何の財源も持たずに、さあ今から二つの中学校を残します、芦原中学校

を建てますというようなことを申し上げるのは、私はやはり非常にやり方としては、

正しくないと思っております。 

特に統合中学校にご理解を示されておられた議員方の大きな理由は、やはり財政問

題であったと思いますので、やはりその事につきまして、市として今後こうゆうやり

方でやらせていただきたいと思いますということを、材料としてお示しする事が私に

課せられた責務だと思っておりました。 

従いましてそのような材料を手に入れる為には、まず金津中学校の耐震調査をやら

せていただきたいという流れでありまして、それがお認めをいただいたのが６月の議

会でございました。その調査結果が出てきたのが８月の末でありました。 

先ほども申し上げましたけども、これからが本格的なご議論をいただく時間になろ

うかと思います。 

市民の方との対話という事はもちろん、これは大事ですけども、私はやはり自治体

の意思決定をするのは議会でありますので、議会に対してきちっとした説明をする事

がまず第一の責務だと思っております。 

そのような条件が整わぬ前に、市民の皆様方に対して、いろんな私の思いというも

のを、お伝えをしていくという事は、これは避けなければならないだろうと私は思っ

ておりました。 

これからは議会に対してお示しをすると同時に、いろんな事について市民の皆様に

もいろいろな方法でお知らせをして行きたいと考えておりますので、どうかそのよう

にご理解をいただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） ２番目の問題ですけど、この財政計画についてなんですけど、

中学校の整備方針を含めた財政計画を早急に作成し、１０月中旬にもお示ししたいと

考えていると発表されました。 

そして市民の皆様や議員各位のご理解が得れば、速やかに新市計画の変更の議案の

提出や所要の予算措置の手続きを考えているという具合にいいました。 

そこで、非常に今、議会の努力、議会に対してご理解を得る、私今、市長にお聞き

したいのは、非常に努力したと、しかし、万が一ですね、の事もあるんではないかと、

例えば新市計画の変更が万が一、認められなかったという事もありえるかもわかりま
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せん。 

そういう事も市長としては、そういう事があった場合にどのようにお示しをすすめ

るのか、教えていただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） まず、正確に申し上げたいと思いますけども、財政計画等は１

０月中にはお示しをしたいと、ただしなるべく早く出せるように努力したいと申し上

げましたんで、１０月中旬までという事ではございませんので、その点は確認をして

いただきたいと思います。 

それから、将来ですね、新市建設計画案の再変更案を議案として出した場合に、仮

にそれが否決されたらどうするのかというお話でございますけども、とにかく私は、

いろんな努力をして、財政計画をお示しをしながら、議員各位のご理解をいただける

ように精一杯、努力をしてまいりたいと、できれば１２月までには、ゴーサインをい

ただきたいと思っております。 

精一杯、その努力をするわけでありまして、過程の話ですね、それではどうするの

かと言われましても、それはちょっと過程の話でありますので、これはひとつ控えさ

せていただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） 是非、私はね、民意でそういうように決定しましたので、市長、

自信を持って、市民に説明しながら、先ほども言いましたように、一生懸命努力しま

して、最低でも１２月議会までにはきちんと結論がでますように、ひとつよろしくお

願いします。答弁はいりません。 

それでは３番目の問題ですけど、教育に取り組む市長の姿勢という事で、先ほど市

長は、米百表の精神という具合に言われましたけど、これについてもう少し詳しく、

教育に取り組む姿勢ですね、姿勢について重さというんですか、それを是非、お聞き

したいと思いますのでお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 先ほどの答弁でも申し上げましたように、やはりこれからハー

ド事業をも含めて、いろんなまちづくりの課題はたくさん有ります。しかし、なぜそ

のようなまちづくりが必要なのかと考えますと、やはりそれは最終的には私たち市民

が、より幸せに生きるためではないかと、幸せになるためのいろんな条件整備なんで

はないかと思っております。 

結局、最終的に私たちが幸せだと感じるのは、自分達の命というものを、次の世代

にしっかりと伝えていく、それは命を伝えると同時に、自分達の思いだとか、伝統だ

とか、価値というものも子供達にしっかり伝えて行く、あるいは伝えて行ける、これ

が一番の幸せなんじゃないかなと、私は常日頃思っているんです。 
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そういう意味では、どんなに立派な経済的な基盤整備ができましても、そこに若い

人たちが住まない、あるいは子供達の声が聞こえない、あるいはそこで暮らす人々が

いつも不満を感じているというのでは、やはりこれは幸せではないと思うし、いいま

ちではないんではないかと、いつも思っているんです。 

やはり、子供達に、例え自分達が多少の犠牲を強いてでも、子供達の為に今、努力

するということが、やはりこれは面々と今の世代だけではなくて、ずっと昔の時代か

ら面々と私たちが受け継いできた事なのではないかなと思っております。 

是非是非、これからの世代の為にも、今私たちが精一杯、努力する事が必要ではな

いかと思っております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） 私も微力ながら、子供に関しては、人一倍気になりまして、自

分でもボランティアで社会教育の中で、子育てをしたいという、自分でもそういう具

合に務めているわけです。 

私はやはり、将来の子供たちを育てるのは、やはり米百表の精神ではないですけど、

橋を作りたい、建物が古くなったらその建物を建てたい、それは学校以外の事なんで

すけど、いろんな事は大人の方が要求する事はたくさんあると思いますけど、どうか

市長、やはり子供の事を最優先に考えて、あわら市という所は、子供にお金をかける

んだと、惜しまないんだと、そういう気持ちで子供が第一優先だと、これは市民の方

も是非ご理解してくれると思いますので、市長どうか、教育を最優先に市政に取り組

んでいただきたいと思いますので、もう一度、再度、市長の決意をお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 議員のおっしゃる意味は充分理解いたしております。それに向

って精一杯、私は努力いたしますので、どうか議会におかれましても、ご理解いただ

きますように重ねてお願いを申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

 

◇笹原幸信君 
○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、２番、笹原幸信君の一般質問を許可

します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 市政会の笹原でございます。 

質問に入る前に、向山議員が質問いたしました市長コラム欄についてでございます

が、ガチンコ勝負なる言葉、大変私は不適切だと感じております、以上です。 

では質問に入ります。中学校建設に係る財政上の諸問題ということで、これは６月

議会において質問をいたしましたが、時間切れで回答いただけなかった部分がござい
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ますので、再度お伺いを致します。 

誠に厳しい財政状況であるにも拘らず、２校を存続し建替えるおつもりかとの私の

質問に対し、統合中建設に比べて２校存続の方が市の財政に与える影響は大きいと、

そう言われた。誰が考えてもそのとおりです。 

今後はあらゆる角度から財源確保の検討をすると言われたが、具体的にどのような

角度から財源確保の方法をとられるのか。 

また、この過程において、現在考えられている事業の縮小、先送りが必要となる懸

念は否定できないと言われたが、どのような案件が対象になるのかを、お答えいただ

きたい。 

各地区要望書の提出時期が来ておりますが、多少なりとも要望に答えられるだけの

財源は確保できるのでしょうか。ただ要望書を提出するだけで期待に答えられないの

ではないでしょうか。 

後日、２０年度当初予算で要望に対する予算がどれだけ計上されたか、１９年対比

でどうなったかをお知らせを願いいたします。 

当選するなり市民に負担を、との市長の話が有ったという私の質問に対する答えは、

選挙期間中に二つの中学校を残したら負担増になる、市民の負担が増えるぞというよ

うなご批判をいただいておりましたので、一応計画としてあがっている市民負担増を

見込んで財政計画を組みたいと言われた。この負担増の具体的な内容と、いつから実

施するおつもりかを伺いたい。 

財政課に問い合わせたところ長期財政計画は１０年間で作っていると、そう言って

います。私は学校が建った後、返済がはじまるのは平成２７、８年頃からなので、１

０年間の財政計画を作成してもあまり意味がない、また市長の在任期間には、さした

る負担もかかってはこないということを申し上げたが、１０年間の長期財政計画以降

どうなるのかが一番の問題点であり、大変心配しておるところであります。１０年先、

１５年先をどのように予測されるかお聞きしたいところであります。 

また公認会計士等の第三者を入れて長期財政計画を作成し、意見書を付けて議会に

提出するよう、６月議会で申し入れをしているが、どのように取り扱われる予定でお

られるのかお伺いをいたします。 

第二の合併と声高に叫んでおられるが、借金を作るだけつくって合併に逃げ込むつ

もりか。もし借金まみれのあわら市となった場合、合併しようとする自治体があるの

かという、これは通告で質問を出しておりますが、先ほど大下議員の答弁でですね、

財政基盤の確立をしっかりしたいと、また、合併しようとしても借金まみれでは相手

に対して大変失礼になると、そういう市長の答弁をいただきましたので、それを私の

回答として受け止めておきまして、答弁は割愛していただきたいと思います。 

それから２番目ですが、２番目の質問に移ります。基金の取り崩しについてという

事でお伺いをいたします。 

自治体の財政健全度を示す、実質公債費比率が２４．１パーセントと県内で最も高

い越前町は、これから７年間でこの比率を２４．１から１８パーセントまで下げる、
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そのために、大型事業を凍結し町債の新規発行を抑える一方、減債基金や財政調整基

金の取り崩しによる町債の繰上げ償還を進める方針を打ち出しているとのことです。 

３年間で１５億４千万を繰り上げ償還する予定とのことであり、また７年間で５５

億円もの負債を削減する計画になっているとのことであります。 

かたや当市においては、実質公債費比率１７．６パーセントで県内では越前町につ

いで二番目に悪い自治体であります。先ほど監査委員が発表された比率につきまして

は１６．８パーセント、０．８ポイント良くなっておりますが、これに旧芦原町の債

務負担行為、いわゆる隠れ借金といわれているものが２２億円あります。この２２億

円の元利返済を含めると実質公債費比率は、なんと２１．３パーセントまで跳ね上が

り、実質的には起債に制限がかかる状況にあり破綻寸前であります。そのような状態

においてさらに借金を重ねようとしている。 

越前町とは全く反対の対応を取ろうとしているわけです。今は借金を返済するのが

先決で、確かに中学校も大事です、しかしながら借金を返済するのが大事であると私

は思っております。 

選挙中に、金津中学校は合併特例債で造成した基金の一部を投入し、市民の負担を

抑えての建替えが可能といわれているが、これは地域振興基金を取り崩すということ

なのでしょうか。 

また、芦原中建替えの当座に必要な頭金、３億円必要でございます。この３億円は

財政調整基金を取り崩す予定なのかを伺いしたいと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 笹原議員のご質問にお答えをいたします。 

まず、１点目の財源確保についてのご質問でありますが、６月議会の答弁でも申し

上げましたとおり、歳入においては、税等の収納率の向上に努めるほか、公共料金に

ついても、受益者負担の適正化に取り組んで参ります。 

起債については、有利な交付税措置のある合併特例債等の活用を図るほか、北陸新

幹線などの今後の重要な事業については、県に対して積極的な財政支援を要望するな

ど、可能な限りの手段を用いて財源の確保に努めて参ります。 

一方、歳出につきましては、行政改革大綱に基づき経費削減を行ないます。 

すでに職員数については、来年度当初時点で行革大綱の目標値を下回る見込みであ

り、今後は事務事業評価により、費用対効果の検証を行い、事業の見直しに努めて参

ります。 

また、今般、過去に借りた利率の高い起債について、国や県が低利での借り換え制

度を創設しましたので、これらの対象となるものについては、有効に活用したいと考

えております。 

２点目のどのような事業が縮小、先送りになるのかとの質問ですが、現時点では、

具体的な財政計画が定まっておりませんので、お示しできない状況にあります。 



 

 65 

今後、住民ニーズを把握しながら、先送りが可能であり住民の皆様に与える影響が

小さいものについては、事業の縮小、先送りも考えて参りたいと思います。 

また、地区要望に対する財源の確保でありますが、毎年、側溝整備を始め多くの要

望が各地区から寄せられておりますが、これまでも十分に対応できていないのが現状

であります。 

今後も、新しい財源の確保が出来ないとなれば、単独事業は更に抑制の方向を取ら

ざるを得ないと考えますので、市民の皆様のご理解をお願いいたします。 

３点目の公共料金の見直しについては、合併当初の財政計画から避けては通れない

ものとして、改定を見込んでいたものであります。 

具体的には、保育料、ごみ袋料金、上下水道料金の見直しでありますが、これらは

住民生活に直結するものでありますので、議会での十分なご審議をいただき、料金の

適正化を図って参りたいと考えております。 

また、都市計画税の導入についても、都市計画事業を具体的にお示ししたうえで、

住民の理解を得ながら考えて参りたいと思いますのでご理解をお願いします。 

次に１０年先の予測でありますが、財政計画は、現時点での経済情勢をもとに作成

しており、今後、国の財政制度や経済状況により大きく変る可能性があり、その都度

見直しが必要であります。 

従って、平成３０年以降の計画を立てることは、あまりにも不確定要素が多いと言

わざるを得ません。 

しかしながら、後年度に財政負担が集中しないように、毎年毎年見直しをかけるロ

ーリング方式により長期財政の均衡を図って参りたいと思います。 

また、公認会計士等の第三者を入れての財政計画の作成でありますが、計画の原案

作成は市において行い、その内容について詳細に議会にお示し、十分にご協議いただ

き、ご承認を得て参りたいと考えております。したがって、公認会計士等の第三者を

加えることは考えておりません。 

次に、第２の合併についてでありますが、このことについての私の考えは先の６月

議会でも申し上げたとおり、住民の皆様の多くの意見や、近い将来道州制に移行が予

想されることなどを視野に入れてのことであり、議員ご質問のように、多額の借金を

抱えて合併するような趣旨で申し上げたものではありませんので、ご理解願います。 

最後に、基金関係についてですが、笹原議員ご指摘の旧芦原町の債務負担行為は、

システム上現在の実質公債費比率にはカウントされておりません。もし、それらを加

えた場合には、議員お示しの数字に近いものになると考えられます。 

しかし、本年度における実質公債費比率は、１６．８％であり前年を下回っており

ます。このため、今後の財政計画の中でも、１８％を上回らないよう十分配慮して参

りたいと考えております。 

地域振興基金及び財政調整基金についてでありますが、平成１６年度に積み立てた

地域振興基金については、平成２１年度から一部取り崩しが可能となります。 

また、財政調整基金はその年度の財源不足に対応するため、積み立てているもので
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あります。このため、中学校建設時点の財政状況によっては、これら基金の活用も視

野に入れて参りたいと考えております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） それだは再質問させていただきます。まず１番目の財政の諸問

題についての再質問でございます。 

市長にお伺いいたします。公共料金については受益者負担の適正化に取り組んでま

いりますと、遠まわしに答弁されておりますが、端的に値上げをするということです

ね。 

選挙後の４月３０日付けの新聞によりますと、市長は２校存続を前提とした財政計

画を立て、極力市民の負担を抑えながら進めていくと語られています。一方、市民か

らは本当に公共料金を上げずに出来るのだろうか、公共料金が上るのでないかとの不

安の声が出ているという記事が載っておりました。まさにその不安が的中したわけで

す。 

只今の答弁によりますと、保育料、ごみ袋の料金、上下水道料等の公共料金の見直

し、又、都市計画税、いわゆる固定資産税、税金も見直すと言われている。 

今回の選挙で２校存続しても公共料金は上らないと思い、市長を支持された方もお

られたのではないでしょうか。 

再度お伺いします、この料金の値上げはいつから実施予定なのをお伺いをしたいと

思います。私は公共料金の値上げに対しては強く反対いたします。 

地区要望書については、今までも決して満足行くものではなかったのですが、市単

独事業を極力抑えると言うことは、ほとんど希望には添えないということだと思いま

す。ただ単に要望書を出すだけで終ってしまうということになるのではないでしょう

か、いかがでしょうか。 

また、第三者を入れて長期財政計画を作って欲しい、６月議会において私の質問に

対して、市長は全くそのとおりだ、これは議事録に書いてあります、全くそのとおり

だ、大いに参考にさせて頂こうと思っていると回答をされたにもかかわらず、予定を

していないと、今回の答弁で、おかしいんでないですか、６月で参考にさせてもらう

と、そう回答されてます。 

再度、私は強く申し入れをします。必ず第三者の意見書を付けて議会に提示して頂

きたい。事務局、事務段階で作った長期財政計画では、私は納得できません。中立の

立場で見た意見書を提出して頂く様、強く要請をいたします。 

また、合併について先ほどいいましたように、大変市長は重い言葉をおっしゃられ

た。財政基盤の確立が大事であると、この言葉を忘れずに、ひとつ今後、財政運営を

していただきたいと思います。 

以上再質問を終ります 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 
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○市長（橋本達也君） はい、お答えをいたします。 

まず１点目の公共料金の問題ですけども、これは議員、正確にお願いをしたいので

すが、私が選挙期間中、あるいはその終ってからも申し上げたかもしれませんが、私

が申し上げましたのは、現在の長期財政計画、これがあります。議員もご存知だろう

と思いますけども、昨年でしたか２月２８日の全員協議会で出されました、すぐ回収

されましたけども、その計画の中にすでに、もろもろの公共料金の値上げが計画とし

て入っております。 

私はそれを最大限の負担増にしたいと、すでに計画されている公共料金等以外のも

のを、負担増になるような事がないように努力をしますと申し上げたわけです。 

公共料金の値上げをしないとは一切私は申し上げておりませんので、既に議員が恐

らく理解をされて認めておられたであろう現在の財政計画、そこに入っている公共料

金等の値上げについて、それ以上の事をしないように努力をしますと私は申し上げて

きたわけです。 

ですから、今議員ご指摘のように、市長は公共料金の値上げはしないと約束したと、

受け止めているのではないかと言われましたけども、それは誤解でありますので、そ

の辺はひとつ確認をしておきたいと思います。 

それから２番目の地区要望書の問題ですけども、確かに地区からいろんなご要望が

たくさん出ております。一番多いのはやはり土木関係で、特に側溝の門型整備等の要

望がたくさん出ております。 

こういう事もひとつひとつ実現をして行きたいとは思いますけども、それはやはり

限られた財源の中ですから、一定の制約はあろうかと思います。 

笹原議員も今、ご指摘ございましたけれども、例えば越前町でしたか、大幅な財政

再建計画を建てて、大型の計画は削っているというようなご指摘がございました。確

かにそういう努力も必要だろうと思いますけども、しかしながら一方では地区の要望

もあるではないかと、その辺のさじ加減が難しい所だろうと思います。 

大きな事業につきましては、やはりこれは優先順位というものを付けていかなけれ

ばならないと思います。この優先順位について、今回、中学校の問題については、多

くの市民の賛同を得て、その審判が下ったと、かなり高い優先順位が与えられている

というように、私は理解しておりますので、それを前提にしてその他の事業計画、あ

るいは地元からの要望にも答えていくようにしなければならないと思っております。 

第３点目は、今度お示しをする財政シミュレーション計画についてでありますけど

も、確かに前回、笹原議員ご指摘のような第三者を交えてという事も、ひとつの案で

あろうと私も思いました。ただ、その後庁内でいろいろとその事について検討いたし

ましたけれども、やはり市が示す財政計画等につきましては、やはり市が責任を持っ

て出すべきであろうと、その後、これは議会の方で充分ご議論をいただきたいという

事ですので、計画策定そのもの段階において、第三者に入っていただく事は避けるべ

きであろうというように考えましたので、そのようにご理解いただきたいと思います。 

それから４点目の合併の件ですけども、先ほどご質問の最初の方でですね、大下議
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員のご質問に答えて、私が答弁した事のご指摘がございましたが、それも正確にはで

すね、ちょっと違っておりまして、私はこのように答弁をしております。 

少なくとも中学校に関する課題の解決策がある程度見えてくる必要があると考え

ております。むしろこうした課題を抱えたまま、次の合併を急ぐ事は自治体としての

責任放棄であり云々と、ここで財政の事については私は何も申し上げておりませんの

で、先ほど笹原議員はそのように受け止めたので、答弁はいらないと言われましたけ

ども、それはちょっと違った受け止め方だと思いますので、その点はひとつご確認い

ただきたいと思います。 

｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 今の財政基盤云々が私は聞いた覚えがあるので、また後日議事

録を見て参考にしたいと思います。 

また、公共料金に関する値上げの件なんですけども、確かにあるという認識はして

います。しかしながら、上げる上げないの話は今まで無かった、こういうような予定

をしていると、そういう話でした。 

選挙が終ったとたん、市長は市民に負担を求める、つまり上げるという事を言われ

た。今までは前市長も腹には持っていても、表には出していなかったという事ですよ。

長期財政計画における公共料金の値上げはですね、平成２１年から３年後毎に計画を

組んでいる中では、平成２４年、平成２７年にも見直しをしていくと、値上げをする

予定でいると財政課から聞いています。 

現在、２１年、市長おっしゃるのはわかります。前々から予定があった、予定があ

ったから上げればいいというものでは私は無いと思う。２１年にと言うと中学校も何

も出来ていない時点で値上げをすると言う、そうなるとですね、中学校の２校存続す

るようになれば、またまた２４年、２７年に予定しているよりも大幅な値上げになる

かもわからないという事も、考えて行かなければならないのではないかと、そういう

ように思います。 

それほどまでに度重ねて値上げをしなければならないのか、それとですね、市民の

方が新聞に出てた記事、先紹介しましたけども、市民は本当に公共料金を上げずに出

来るのだろうかと言ってるんですよ。福井新聞に、４月３０日付けで、公共料金が上

るのではないかとの不安が、不安の声が出ているという記事が載ってたんです。市民

は上るとは全然想定していないんです。 

その点お願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 度々申し上げますけども、現在ある財政計画の中には、既に公

共料金の値上げが見込まれているんです。 

これは一旦ではありますけれども、議会に示されておりますし、議員もそれを納得

されていたのではないでしょうか。 




